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(57)【要約】
　本発明は、多層体（１、２、３）及びセキュリティエ
レメントの製造方法に関する。多層体は、金属層（２１
）を有する。光学的に作用する表面レリーフが、金属層
（２１）の第一の表面及び／または金属層（２１）の第
二の少なくとも一部のエリアに形成され、この第一の表
面が、多層体の表面に面し、または、多層体の表面を形
成し、この第二の表面が、多層体の底面に面し、または
、多層体の底面を形成する。表面レリーフは、多層体の
少なくとも一つの第一のエリア（３１から３９）におい
て、第一のレリーフ構造（６１）により形成される。第
一のレリーフ構造（６１）は、対応するアジマス角によ
り規定される少なくとも一つの方向（６１７）において
、隆起（６１２）と沈降（６１４）との連続を有し、隆
起（６１２）は、可視光の波長より小さい周期Pで、互
いに連続する。沈降（６１４）の最小部は、ベース表面
にあり、第一のレリーフ構造（６１）は、ベース表面に
垂直な方向における第一のレリーフ構造（６１）の隆起
（６１２）の最大部とベース表面との間の距離により決
定される、レリーフ深度tを有する。第一のレリーフ構
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上面（２０１）と下面（２０２）とを備える多層体、（１、２、３）、特に、セキュリ
ティドキュメント用のセキュリティエレメントであって、前記多層体が金属層（２１）を
有し、前記多層体の前記上面（２０１）に対向する、または、前記多層体の前記上面を形
成する、前記金属層（２１）の第一の表面において、及び／または、前記多層体の前記下
面（２０２）に対向する、または、前記多層体の前記下面を形成する、前記金属層（２１
）の第二の表面において、光学的に作用する表面レリーフが、少なくとも部分的に成形さ
れ、前記多層体の少なくとも一つの第一のエリア（３１から３９）において、前記表面レ
リーフが第一のレリーフ構造（６１）により形成され、該第一のレリーフ構造が、割り当
てられたアジマス角により決定される少なくとも一つの方向（６１７）において、隆起（
６１２）及び沈降（６１４）の連続を有し、前記隆起（６１２）が、可視光の波長よりも
小さい周期Pで互いに連続し、前記沈降（６１４）の最小部がベース表面上にあり、前記
第一のレリーフ構造（６１）が、前記ベース表面（６１６）に垂直な方向における前記ベ
ース表面（６１６）からの前記第一のレリーフ構造（６１）の前記隆起（６１２）の最大
部（６１３）の間隔で決定されるレリーフ深度tを有し、前記第一のレリーフ構造（６１
）の輪郭形状及び／または前記レリーフ深度ｔが、少なくとも、一つの第一の入射角で前
記第一のエリア（３１から３９）に入射し、及び、前記第一のエリアにおいて前記金属層
（２１）により直接反射され、または、前記金属層を通じて直接透過する、光（５２、５
３）のカラーの外観が変更され、特に、前記金属層の前記入射光とのプラズモン共鳴によ
り変更されるように選択される、多層体。
【請求項２】
　前記第一のレリーフ構造（６１）の前記輪郭形状及び／または前記レリーフ深度tが、
前記第一の入射角で入射する光（５１）に対する正反射の場合に、前記第一のエリア（３
１から３９）において、人間の眼に見える、少なくとも50 nmの幅の、第一のスペクトル
範囲で、前記金属層（２１）が、15%以下、特に、10%以下の反射率を有し、人間の眼に見
える、10 nm、最大で200 nmの幅の、特に20 nmから150 nmの、第二のスペクトル範囲で、
前記第一のスペクトル範囲の前記反射率の平均値に対して、少なくとも2倍高く、好まし
くは少なくとも2.5倍、さらに好ましくは3倍、特に4倍高い反射率を有するように選択さ
れること、
を特徴とする請求項１に記載の多層体（１、２、３）。
【請求項３】
　前記第一のレリーフ構造（６１）の前記輪郭形状及び／または前記レリーフ深度tが、
前記第一の入射角とは異なる第二の入射角で、前記第一のエリアにおいて前記金属層によ
り直接反射され、または、前記金属層を通じて直接透過する光のカラーの外観が、異なっ
て変更され、特に、反射光の観察及び透過光の観察の場合に、これらの入射角で、異なる
カラーが見えるように選択されること、
を特徴とする請求項１または２に記載の多層体（１、２、３）。
【請求項４】
　前記第一のレリーフ構造（６１）が、前記ベース平面（６１６）での鏡面反射に対して
、非対称な輪郭形状を有すること、
を特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の多層体（１、２、３）。
【請求項５】
　前記ベース表面（６１６）からt/2の距離に対する、前記第一のレリーフ構造（６１）
の前記隆起（６１２）または沈降（６１４）の幅（６１８）が、少なくとも0.6 x P、好
ましくは 0.7 x P、または、最大で0.4 x P、特に最大で0.3 x Pであること、
を特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の多層体（１、２、３）。
【請求項６】
　前記ベース表面（６１６）からt/2の距離に対する、前記第一のレリーフ構造（６１）
のエッジの急峻さが、60°から90°の間、特に、70°から85°の間であること、
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を特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載の多層体（１、２、３）。
【請求項７】
　前記ベース表面（６１６）からt/4と3/4tとの間の各距離に対する、前記第一のレリー
フ構造（６１）のエッジの急峻さが、40°から90°の間、特に、50°から85°の間である
こと、
を特徴とする請求項１から６のいずれか１項に記載の多層体（１、２、３）。
【請求項８】
　前記ベース表面（６１６）から0とt/4及び／またはt×3/4との間の各距離に対する、前
記第一のレリーフ構造（６１）のエッジの急峻さが、0°から50°の間、特に、0°から40
°の間であること、
を特徴とする請求項１から７のいずれか１項に記載の多層体（１、２、３）。
【請求項９】
　前記ベース表面（６１６）からt/2の距離に対する、前記第一のレリーフ構造（６１）
のエッジのエリアにおける前記金属層（２１）の層厚dが、前記隆起の最大部（６１３）
及び／または前記沈降（６１４）の最小部（６１５）のエリアにおける前記金属層の厚み
に比べて、少なくとも30%、さらに好ましくは50%、低減されること、
を特徴とする請求項１から８のいずれか１項に記載の多層体（１、２、３）。
【請求項１０】
　前記第一のレリーフ構造（６１）の前記周期Pが、200 nmから500 nmの間、特に、250 n
mから450 nmの間、好ましくは250 nmから400nmの間にあること、
を特徴とする請求項１から９のいずれか１項に記載の多層体（１、２、３）。
【請求項１１】
　前記第一のレリーフ構造（６１）の前記レリーフ深度tが、80 nmから500 nmの間、特に
、100 nmから400 nmの間、好ましくは200 nmから300nmの間にあること、
を特徴とする請求項１から１０のいずれか１項に記載の多層体（１、２、３）。
【請求項１２】
　前記第一のエリアにおいて、前記金属層（２１）が、10nm から100 nmの間、好ましく
は15 nmから80 nmの間、さらに好ましくは20 nmから50 nmの間の層厚を有すること、
を特徴とする請求項１から１１のいずれか１項に記載の多層体（１、２、３）。
【請求項１３】
　前記第一のエリアにおいて、前記金属層（２１）が、0.5 から2.5の間、特に0.7から2.
3の間、好ましくは1.0から2.0の間の光学深度に相当する層厚dを有すること、
を特徴とする請求項１から１２のいずれか１項に記載の多層体（１、２、３）。
【請求項１４】
　前記第一のレリーフ構造（６１）が、二つの方向に隆起と沈降の連続を有する交差格子
であること、
を特徴とする請求項１から１３のいずれか１項に記載の多層体（１、２、３）。
【請求項１５】
　一つ以上の第二のエリア（４１、４２）及び／またはさらなるエリアにおける前記表面
レリーフが、選択肢：回折レリーフ構造、ホログラムレリーフ構造、鏡面、マット構造、
マクロ構造、レンズ、マイクロレンズの格子、から選択される、第二のレリーフ構造及び
／またはさらなるレリーフ構造により形成されること、
を特徴とする請求項１から１４のいずれか１項に記載の多層体（１、２、３）。
【請求項１６】
　少なくとも一つの前記第一のエリア及び少なくとも一つの前記第二のエリアが、多数の
部分的なエリアにより形成され、前記第一のエリアの前記部分的なエリアと、前記第二の
エリアの前記部分的なエリアとが、交互に配置されること、
を特徴とする請求項１５に記載の多層体（１、２、３）。
【請求項１７】
　少なくとも一つの前記第二のエリアが、互いに分離する多数の部分的なエリア（４３１
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）により形成され、前記第一のエリア（３９）が、背景エリアのこれらの部分的なエリア
を囲むこと、
を特徴とする請求項１５または１６に記載の多層体（１、２、３）。
【請求項１８】
　前記第一のエリアまたは前記第一のエリアの少なくとも一つが、パターン化された形状
を有し、特に、補助を用いてのみ可視化可能な情報を含む形状を有し、特に、ナノテキス
トまたはモアレパターンの形で成形されること、
を特徴とする請求項１から１７のいずれか１項に記載の多層体。
【請求項１９】
　前記第一のエリア（３５、３６）または前記第一のエリアの少なくとも一つが、一つ以
上の第一のゾーン（３５１、３６１）を含み、前記第一のゾーンにおいて、選択肢：周期
P、アジマス角、レリーフ深度t、ベース面積、及び、輪郭形状、から選択される、前記第
一のレリーフ構造（６１）の一つ以上のパラメータが、前記第一のエリアの一つ以上の第
二のエリア（３５２、３６２）及び／または一つ以上のさらなるゾーン（３５３、３５４
）における前記第一のレリーフ構造（６１）の対応するパラメータと異なること、
を特徴とする請求項１から１８のいずれか１項に記載の多層体（１、２、３）。
【請求項２０】
　一つ以上の前記第一のゾーン及び第二のゾーンが、モチーフを形成するように成形され
、前記第一のゾーンが、前記モチーフの前景エリアを形成し、前記第二のゾーンが、前記
モチーフの背景エリアを形成し、または、一つ以上の前記第一のゾーンが、第一のモチー
フを形成するように成形され、一つ以上の前記第二のゾーンが、第二のモチーフを形成す
るように成形されること、
を特徴とする請求項１９に記載の多層体。
【請求項２１】
　前記第一のゾーン、前記第二のゾーン、及び／または、前記さらなるゾーンが、それぞ
れ、300 μm以下、特に150 μm以下、好ましくは80 μm以下の、少なくとも一つの横方向
の寸法を有し、前記第一のゾーン、前記第二のゾーン、及び／または、前記第三のゾーン
が、交互に配置されること、
を特徴とする請求項１９に記載の多層体。
【請求項２２】
　前記第一のゾーンが第一のモチーフを表すように配置されるとともに、前記第二のゾー
ンが第二のモチーフを表すように配置され、または、前記第一のゾーン及び第二のゾーン
が、加法混色により、多色の表現を生じるように、または、混合色を生じるように、配置
されること、
を特徴とする請求項１９に記載の多層体。
【請求項２３】
　前記第一のエリア（３８）において、または、前記第一のエリアの少なくとも一つにお
いて、前記第一のレリーフ構造（６１）のベース表面（６１６）が、粗構造、特に、マッ
ト構造、または、マット構造により、形成されること、
を特徴とする請求項１から２２のいずれか１項に記載の多層体（２）。
【請求項２４】
　前記第一のエリアにおいて、または、前記第一のエリアの少なくとも一つにおいて、前
記第一のレリーフ構造の前記周期Pが、特に、最大で10%、好ましくは最大で5%、部分的に
変化すること、
を特徴とする請求項１から２３のいずれか１項に記載の多層体。
【請求項２５】
　前記第一のエリアにおいて、または、前記第一のエリアの少なくとも一つにおいて、前
記第一のレリーフ構造の前記アジマス角が、部分的に変化すること、
を特徴とする請求項１から２４のいずれか１項に記載の多層体。
【請求項２６】
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　前記第一のエリア、または、前記第一のエリアの少なくとも一つが、多数の部分的なエ
リア（３０）を有し、前記部分的なエリア（３０）それぞれが、3 μm以上の最小寸法と
、300 μm以下の最大寸法とを有し、選択肢：前記部分的なエリアの形状、前記部分的な
エリアの面積サイズ、前記部分的なエリアのエリア中心の位置、前記第一のレリーフ構造
の前記ベース表面のベース平面に対する傾斜角、前記第一のレリーフ構造の前記ベース表
面の前記ベース平面に垂直な軸周りの回転角、前記第一のレリーフ構造のアジマス角、前
記レリーフ構造の周期P、から選択される一つ以上のパラメータが、前記部分的なエリア
（３０）それぞれに対して、ぞれぞれ前記第一のエリアに対する所定の変動範囲内で、擬
似乱数的に変動すること、
を特徴とする請求項１から２５のいずれか１項に記載の多層体（１、２、３）。
【請求項２７】
　前記第一のエリア（２７）、または、前記第一のエリアの少なくとも一つが、多数の部
分的なエリア（３７１）を有し、前記部分的なエリアそれぞれにおける前記第一のレリー
フ構造（６１）のパラメータが、前記部分的なエリア（３７１）それぞれに対して、所定
のレリーフ構造の組から擬似乱数的に選択されるレリーフ構造に従って選択されること、
を特徴とする請求項１から２６のいずれか１項に記載の多層体（１、２、３）。
【請求項２８】
　前記第一のエリア（３１）において、または、前記第一のエリアの少なくとも一つにお
いて、前記多層体が、前記金属層（２１）の前記第一の表面及び／または前記第二の表面
から、2 μm以下、特に、1μm以下、好ましくは500 nm以下、さらに好ましくは300 nm以
下、離れて配置される、色素、及び／または、発光物質を有すること、
を特徴とする請求項１から２７のいずれか１項に記載の多層体（１、２、３）。
【請求項２９】
　前記多層体が、前記金属層（２１）の前記第一の表面に隣接する少なくとも一つの第一
の層（２２）、及び／または、前記金属層（２１）の前記第二の表面に隣接する第二の層
（２３）を有し、この第二の層が、色素、及び／または、発光物質を有し、前記第一の層
及び／または第二の層が、前記第一のレリーフ構造が前記第一の表面または第二の表面に
成形される前記第一のエリアにおいて、または、前記第一のエリアの少なくとも一つにお
いて、前記金属層の前記第一の表面または前記第二の表面を、部分的に、または、全表面
に亘って、好ましくはカバーすること、
を特徴とする請求項１から２８のいずれか１項に記載の多層体（１、２、３）。
【請求項３０】
　前記第一の層及び／または前記第二の層が、前記第一のエリアにおいてのみ、前記金属
層の前記第一の表面または第二の表面に適用され、または、前記第一の層及び／または前
記第二の層が、前記第一のレリーフ構造が前記第一の表面または第二の表面に成形される
前記第一の表面または第二の表面のエリアにおいてのみ、前記金属層の前記第一の表面ま
たは第二の表面に適用されること、
を特徴とする請求項２９に記載の多層体。
【請求項３１】
　前記第一の層（２２）及び／または前記第二の層（２３）が、20 nmから2 μmの間、特
に、50 nmと1μmの間、好ましくは100 nmと500 nmの間の層厚を有すること、
を特徴とする請求項２９及び３０のいずれか１項に記載の多層体（１、２、３）。
【請求項３２】
　前記金属層の前記第一の表面または第二の表面から、1 μm以下、特に500 nm以下、好
ましくは300 nm以下離れた、前記第一の層及び／または前記第二の層のエリアにおける前
記色素または発光物質の濃度が、前記第一の層または第二の層の他のエリアよりも高いこ
と、
を特徴とする請求項２９及び３１のいずれか１項に記載の多層体。
【請求項３３】
　前記第一の層及び／または前記第二の層が、ラッカー層、特に、複製ラッカー層、複製
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ラッカー層と前記金属層との間に配置される層、または、保護ラッカー層であること、
を特徴とする請求項２９から３２のいずれか１項に記載の多層体。
【請求項３４】
　前記色素及び／または発光物質が、特に前記第一の層または前記第二の層の結合剤に溶
ける、可溶性の色素または発光物質であること、
を特徴とする請求項２８から３３のいずれか１項に記載の多層体。
【請求項３５】
　前記第一の層（２１）及び／または前記第二の層（２３）が、人間の眼に見える波長範
囲において、少なくとも70%、好ましくは少なくとも90%の透過率を有すること、
を特徴とする請求項２９から３４のいずれか１項に記載の多層体。
【請求項３６】
　前記第一の層（２２）及び／または前記第二の層（２３）における前記色素及び／また
は発光物質の濃度が、前記表面レリーフが、鏡面、回折構造、マクロ構造、または、マッ
ト構造により形成される第二のエリア（４１）において、それらの光学作用が、30 cm以
上の観察距離及び10,000 LUX以下の照度を備える照明下で、観察者に見えないように選択
されること、
を特徴とする請求項２９から３５のいずれか１項に記載の多層体（１、２、３）。
【請求項３７】
　前記第一の層及び／または第二の層の乾燥重量における前記色素及び／または前記発光
物質の重量パーセントが、0.1%から20%の間、特に、0.5%から10%の間であること、
を特徴とする請求項２９から３６のいずれか１項に記載の多層体。
【請求項３８】
　前記第一の層及び／または第二の層の前記色素及び／または前記発光物質の色が、その
色、または、励起時のその色が、入射光の特定の入射角に対して、正反射または透過で、
前記第一のレリーフ構造により生じる色に一致する、または、それらの色とは異なるよう
に選択されること、
を特徴とする請求項２９から３７のいずれか１項に記載の多層体。
【請求項３９】
　二つ以上の第一の層及び／または二つ以上の第二の層が提供され、それらの前記色素ま
たは発光物質が、前記第一の層及び／または前記第二の層の前記色素または発光物質の色
が互いに異なり、特に、前記第一のエリアまたは第一のエリアの少なくとも一つが、前記
第一の層及び／または第二の層の一つでカバーされる第一の部分的なエリアを有するとと
もに、他の前記第一の層及び／または第二の層でカバーされる第二の部分的なエリアを有
するように、選択されること、
を特徴とする請求項２９から３８のいずれか１項に記載の多層体。
【請求項４０】
　前記多層体が、転写フィルム、積層フィルム、または、セキュリティスレッドであるこ
と、
を特徴とする請求項１から３９のいずれか１項に記載の多層体。
【請求項４１】
　前記多層体が、セキュリティドキュメント、特に、紙幣、または、IDドキュメントのセ
キュリティエレメントであること、
を特徴とする請求項１から４０のいずれか１項に記載の多層体。
【請求項４２】
　前記多層体が、セキュリティドキュメント、特に、紙幣、カード、または、IDドキュメ
ントであること、
を特徴とする請求項１から３９のいずれか１項に記載の多層体。
【請求項４３】
　セキュリティエレメント（１、２、３）の製造方法であって、
　第一の表面及び／または前記第一の表面とは反対側の第二の表面に成形される光学的に
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作用する表面レリーフを備える金属層（２１）を含む多層体の製造ステップであり、前記
多層体の少なくとも一つの第一のエリア（３１から３９）において、割り当てられたアジ
マス角により決定される少なくとも一つの方向において、隆起（６１２）と沈降（６１４
）との連続を有する、第一の表面レリーフ（６１）により、前記表面レリーフが成形され
、前記隆起が、可視光の波長よりも小さい周期Pで互いに連続し、前記沈降（６１４）の
最小部（６１５）がベース表面（６１６）を規定し、前記第一のレリーフ構造（６１）が
、前記ベース表面に垂直な方向における前記ベース表面（６１６）からの前記レリーフ構
造の前記隆起（６１２）の最大部（６１３）の間隔で決定されるレリーフ深度tを有し、
前記第一のレリーフ構造（６１）の輪郭形状及び／または前記レリーフ深度ｔが、少なく
とも一つの第一の入射角で前記第一のエリア（３１から３９）に入射し、及び、前記第一
のエリアにおいて前記金属層（２１）により直接反射され、または、前記金属層を通じて
直接透過する、光（５２、５３）の、カラーの外観が変更され、特に、前記金属層の入射
光とのプラズモン共鳴により変更されるように選択される、多層体の製造ステップを含む
、セキュリティエレメントの製造方法。
【請求項４４】
　前記多層体が、転写フィルムとして形成され、パターン化されて形成されたエンボス加
工スタンプ（９）により、対応してパターン化されて成形された前記多層体の部分的なエ
リアが、基板（１０）にスタンプされること、
を特徴とする請求項４３に記載の製造方法。
【請求項４５】
　前記多層体がスタンプされる前記基板の表面が、表面構造を有し、特に、粗構造または
マット構造を有し、スタンプ圧が、前記第一のレリーフ構造の前記ベース表面が、スタン
プ中に、前記粗構造またはマット構造に従って変形するように選択されること、
を特徴とする請求項４４に記載の製造方法。
【請求項４６】
　エンボス加工表面に粗構造が成形された空押しエンボス加工ダイが、前記多層体上に押
圧され、スタンプ圧が、前記第一のレリーフ構造の前記ベース表面が、前記空押しエンボ
ス加工ダイの前記粗構造に従って変形するように選択されること、
を特徴とする請求項４２から４５のいずれか１項に記載の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多層体、特にセキュリティドキュメント用のセキュリティエレメントと、セ
キュリティエレメントの製造方法とに関する。
【背景技術】
【０００２】
　紙幣に、ホログラムまたは計算機合成回折格子を有するセキュリティエレメントを適用
することが知られている。このようなセキュリティエレメントは、通常、入射光の一次以
上の回折次数での目標とする回折により光学可変効果を生じ、従って、通常、正反射での
鏡面のインプレッションのみを表示する。
【０００３】
　さらに、例えば干渉層の色素の形で印刷インクに付加可能な干渉フィルターを用いるこ
とにより、正反射でカラー効果を生じることが知られている。これらの干渉フィルターは
、導電性及び／または非導電性（誘電性）の層、例えば、金属／非導電体／金属、または
、非導電体／非導電体／非導電体、で作られる多層系に基づき、非導電性の層は、異なる
屈折率を有する。
【０００４】
　さらに、特許文献１には、透明な誘電体で作られる統合された光導波路を有する、特有
のセキュリティエレメントの構造が記載されている。この光導波路は、ゼロ次の回折格子
が成形されるプラスティックの層の間に組み込まれる。ここで、カラー効果も、光導波路
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に入り、光導波路から出て行く入射光のカップリングにより、正反射で発生可能である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、多層体と、高いレベルの耐偽造性により特徴付けされるセキュリティ
エレメントの製造方法とを規定することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この目的は、光学的に作用する表面レリーフが、多層体の上面に面する、または、多層
体の上面を形成する、金属層の第一の表面において、及び／または、多層体の下面に面す
る、または、多層体の下面を形成する、金属層の第二の表面において、少なくとも部分的
に成形される金属層を備える多層体であって、多層体の少なくとも一つの第一のエリアに
おいて、表面レリーフが、割り当てられたアジマス角により決定される少なくとも一つの
方向において、隆起と沈降の連続を有する、第一のレリーフ構造により形成され、この隆
起が、可視光の波長より小さい周期Pで互いに連続し、沈降の最小部がベース表面を規定
し、第一のレリーフ構造が、ベース表面に垂直な方向において、ベース表面からの第一の
レリーフ構造の隆起の最大部の間隔により決定されるレリーフ深度tを有する、多層体に
より達成される。さらに、この目的は、第一の表面または第一の表面の反対側の第二の表
面に成形される光学的に作用する表面レリーフを備える金属層を含む多層体が製造され、
多層体の少なくとも一つの第一のエリアにおいて、表面レリーフが、割り当てられたアジ
マス角により決定される少なくとも一つの方向において、隆起及び沈降の連続を有する、
第一のレリーフ構造により形成され、この隆起が、可視光の波長より小さい周期Pで互い
に連続し、沈降の最小部がベース表面を規定し、第一のレリーフ構造が、ベース表面に垂
直な方向において、ベース表面からのレリーフ構造の隆起の最大部の間隔により決定され
るレリーフ深度tを有する、セキュリティエレメントの製造方法により、達成される。
ここで、第一のレリーフ構造の輪郭形状及び／またはレリーフ深度tは、特に、少なくと
も一つの第一の入射角で第一のエリアに入射し、金属層により正反射され、または、金属
層を通じて直接透過する、光のカラーの外観が、変更され、特に、金属層の入射光とのプ
ラズモン共鳴により変更されるように、選択される。
【０００７】
　半導体、金属、及び、絶縁体における、電荷キャリア密度の量子振動は、プラズモンと
呼ばれる。量子力学的には、これらは準粒子と呼ばれる。プラズモンという用語は、プラ
ズマ振動の量子の一般的な略語である。フォトンがどのような電磁波であっても、プラズ
モンは、金属のフェルミガス内で振動する。粒子プラズモン、表面プラズモン、及び、バ
ルクプラズモンは、区別される。最初の二つは、電荷密度の振動が金属の外側の電磁界と
結合することから、プラズモンポラリトンに属する。厳密に言えば、表面及び粒子プラズ
モンは、補助的なプラズモンを与えられるべきである。本明細書において記述されるセキ
ュリティエレメントにおけるプラズモン共鳴は、プラズモンポラリトンのカテゴリである
。古典的には、プラズモンは、陽イオンに対して振動する電子のように、可視化可能であ
る。より良く明確化するため、右向きのフィールドにおける立方体の金属ブロックを想像
されたい。自由電子は、内部のフィールドが相殺されるまで、左に移動する。陽イオンは
、右側のエッジにおいて、カバーされない。外部のフィールドがオフになると、電子は右
へ戻るが、これは、それらが互いに反発し、陽イオンに引きつけられるからである。従っ
て、電子は、摩擦または他の種類の減衰によりエネルギーが使用され切るまで、プラズマ
周波数で、前後に振動する。プラズモンは、この固有振動の量子化である。
【０００８】
　本発明は、銀色の艶のある、及び／または、虹色の、公知のホログラム効果とは異なる
、光学的な外観を有するセキュリティエレメントを提供する利点と、セキュリティドキュ
メントの耐偽造性のレベルをさらに向上する、新しいカラー効果を提供する利点とを、提
案する。さらに、また、これらの効果は、通常のホログラム技術では模倣することができ
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ず、また、ドットマトリクス及びKineMax（登録商標）装置では複製できず、その結果、
耐偽造性のレベルの著しい向上が、これにより成される。さらに、この多層体は、通常三
つ以上の層から構築され、時として厚み公差が非常に低い、公知の干渉フィルター（例え
ば、ファブリーペローフィルター）よりも、よりコスト効果が高く製造可能である。
【０００９】
　多層体の光学的な外観は、特に、正反射及び透過で見える（すなわち、“一般的な”観
察条件）、規定の（すなわち、主に単色の）カラーインプレッション（例えば赤色）によ
り、特徴付けされる。このカラーインプレッションは、相対的に広い傾斜角の範囲（慨し
て少なくとも10°から20°）に亘り、安定している。きつい傾斜（例えば30°）の場合、
カラーインプレッションは、いわゆるファブリーペロー薄膜フィルターの場合と同様に、
規定の安定した第二のカラーインプレッション（例えば緑色）に変化する。カラーインプ
レッションは、僅かな傾斜に対するこの安定性により、わずか10°の傾斜時にしばしば虹
のカラーパレット全体を通過する一次以上の回折次数のいわゆる虹色効果とは、明らかに
異なる。さらに、回折格子の虹色の効果は、正反射だけではなく、回折式を用いて計算可
能な他の角度でも見える。
【００１０】
　本発明の好ましい一実施形態によれば、第一のレリーフ構造は、ベース表面における鏡
面反射に対して、非対称な輪郭形状を有する。長い研究の後に、このような輪郭形状が、
観察者に対して、対称な輪郭形状、例えば、対称な正弦波または矩形の輪郭形状よりも、
よりよく見え、また、より鮮明な、カラーインプレッションを生じることが、意外にも示
された。ここで、対称な輪郭形状とは、ベース表面に関する鏡面対称により、特徴付けさ
れる。これらの輪郭形状は、この鏡面反射では同じままであり、レリーフ構造は、周期P
の半分、シフトするだけである。二つの側からの観察（同じ角度及び同じ照明条件下で）
の場合の光学効果は、第一のレリーフ構造が金属層の両面に成形され、金属層が、同じ屈
折率を備える材料において、両面に埋め込まれる場合、これらの鏡面対称な輪郭形状では
同じである。ここで、非対称な輪郭形状は、ベース表面により広がる平面において、この
鏡面対称性を備えない。これらの輪郭形状は、二つの側から観察される場合、異なる。例
えば、このような非対称な輪郭形状を備える第一のレリーフ構造は、一方の側から観察さ
れる場合、広い谷を備える狭い山の配置から成り、他方の側から観察される場合、深く狭
い谷を備える広い丘から成る。また、研究は、意外にも、輪郭形状をそのように形成する
場合、プラズモン共鳴に関して、沈降が金属層におけるサブ波長穴のように作用し、プラ
ズモンの発生を促進することを示した。
【００１１】
　励起電界は、非対称な輪郭形状（例えば、レリーフ構造の狭い山）により、より強く局
所化され、より顕著な共鳴、例えば、吸収をもたらす。さらに、プラズモンの励起は、非
対称な輪郭形状の場合、二つの側で異なる。
【００１２】
　さらに、第一のレリーフ構造の輪郭形状は、第一のレリーフ構造（周期P及びレリーフ
深度tを備える）の隆起及び沈降の幅が、ベース表面からt/2の距離（すなわち、“半値全
幅”またはFWHM）に対して、少なくとも 0.6 x P、好ましくは少なくとも0.7 x P、また
は、最大0.4 x P、特に最大0.3 x Pであるように選択されることが好ましい（“x”は、
数学演算の“倍”を表す）。従って、隆起の幅、または、沈降の幅は、ベース表面に平行
なベース表面からレリーフ深度tの半分の距離で決定され、すなわち、第一のレリーフ構
造の隣り合うエッジ間の距離は、t/2の距離に対して決定され、この距離は、上述した条
件が満たされるように選択される。第一のレリーフ構造の輪郭形状のこれらの条件が守ら
れる場合、特に強く、美しい、すなわち、良好に規定されたカラーインプレッションが、
観察者に対して実現可能であることが示された。
【００１３】
　本発明の好ましい一実施形態によれば、ベース表面から距離t/2に対する、第一のレリ
ーフ構造のエッジの急峻さが、60°から90°の間、さらに好ましくは70°から85°の間で
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ある。
【００１４】
　ここで、第一のレリーフ構造のエッジの急峻さは、ベース表面と、距離t/2に対するレ
リーフ構造のエッジとにより囲まれる角度、すなわち、ベース表面と、ベース表面から距
離t/2でエッジに隣接する接線とで囲まれる角度を示す。ここで、ベース表面からの距離
は、ベース表面に垂直な方向で決定される。
【００１５】
　研究者らは、特に正反射または直接透過で、第一のレリーフ構造により生じるカラーイ
ンプレッションの強度も、これらの条件を守ることにより、さらに改善可能であることを
示した。
【００１６】
　前記ベース表面から1/4tと3/4tとの間の各距離に対する第一のレリーフ構造のエッジの
急峻さは、40°から90°の間、さらに好ましくは、50°から85°の間であるように、選択
されることが好ましい。これにより、第一のレリーフ構造により生じるカラーインプレッ
ションの強度も、さらに改善可能である。
【００１７】
　さらに、ベース表面から0から1/4tの間、及び／または、3/4tからtの間の各距離に対す
る、第一のレリーフ構造のエッジの急峻さが、0°から50°の間、好ましくは、0°から40
°の間であるように選択されることが有利である。これにより、第一のレリーフ構造によ
り生じるカラーインプレッションの強度が、さらにまた、改善可能である。
【００１８】
　本発明の好ましい一実施形態によれば、ベース表面からt/2の距離に対する、第一のレ
リーフ構造のエッジのエリアにおける金属層の層厚dが、隆起の最大部及び／または沈降
の最小部のエリアにおける金属層の厚みに比べて、少なくとも30%、さらに好ましくは50%
、さらに好ましくは50%から100%の間で、低減されるように選択される。第一のレリーフ
構造により生じるカラーインプレッションが、これらの手段により、さらにまた強調可能
であり、従って、多層体の光学的な外観が改善されることが示された。
【００１９】
　本発明の好ましい一実施形態によれば、第一のレリーフ構造のレリーフ深度tは、80 nm
から500 nmの間、特に、100 nmから400 nmの間、好ましくは120 nmから300nmの間にある
。特に、レリーフ深度tが、150 nmから300 nmの間で選択される場合、第一のレリーフ構
造により生じるカラーインプレッションが改善可能であることが示された。
【００２０】
　第一のレリーフ構造の周期Pは、可視光（400 nmから700nmの間のスペクトル範囲）の波
長よりも小さく選択され、好ましくは200 nmから500 nmの間、特に220nmから400nmの間、
さらに好ましくは220 nmから350 nmの間で選択されることが好ましい。第一のエリアにお
いて、正反射／透過で観察者に見えるカラーが、第一のレリーフ構造の周期Pの調整によ
り変更され、従って、異なる入射角及び出射角で正反射または透過で見えるカラーインプ
レッションの色相またはカラー効果が、上で特定したエリアにおけるレリーフ構造の周期
Pの変更により、変更可能であることが示された。
【００２１】
　第一のレリーフ構造は、一方向において隆起と沈降の連続を有する線形格子として形成
することができる。線形格子は、直線、または、曲線、特に、蛇行状の線（いわゆる“ヘ
ビ状格子”）から構成可能である。しかしながら、第一のレリーフ構造は、二方向におい
て隆起と沈降の連続を有する、交差格子または六角格子あるいは円形格子として形成され
てもよい。交差格子の場合、二つの方向に対する隆起及び沈降の連続の周期Pは、上に特
定した範囲にあるように選択されることが好ましい。ここで、この周期は、交差格子の場
合、二つの方向において同じであってもよい。しかしながら、また、この周期は、異なっ
てもよい。このことは、六角格子及び円形格子に対しても、同様に当てはまる。研究者ら
は、さらに、交差格子または六角格子としての第一のレリーフ構造の形成が、これらの格
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子の場合に、より強いカラーインプレッションが現れるため、好ましいことであることを
示した。
【００２２】
　多層体が反射光での観察に対してデザインされる場合、第一のエリアにおいて、金属層
が、10 nm から100 nm間、好ましくは15 nmから80 nmの間、さらに好ましくは20 nmから5
0 nmの間の層厚dで形成されることが好ましい。
【００２３】
　中心となる効果が、薄膜干渉に基づいていないため、説明した効果は、唯一の金属層で
既に実現可能である。
【００２４】
　少なくとも一つの第一のエリアにおいて、多層体は、唯一の金属層、すなわち、第一の
表面及び／または第二の表面に第一のレリーフ構造が成形される金属層を有することが好
ましい。
【００２５】
　第一のエリアにおいて、多層体は、金属層と、金属層の第一のレリーフ構造が成形され
た表面に接する層とに加えて、第一のレリーフ構造が成形されるさらなる層を有さないこ
とが好ましい。これにより、第一のレリーフ構造を備える金属層により生じる効果は、干
渉効果との重ね合わせと、その輝度の点での低下から防ぐことができる。
【００２６】
　さらに、また、さらなる薄い層との組み合わせにより、他の機能原理に基づくさらなる
効果、特に干渉効果を得ることができる。従って、任意で、他のHRI層、または、HRI層、
及び、LRI層の、層の連続、例えば、LRI層と続くHRI層とが、金属層に適用されてもよい
（HRI＝高屈折率；LRI＝低屈折率）。HRI層は、ZnSまたはTiO2で形成されることが好まし
い。HRI層の層厚は、20 nmから500 nmの範囲、さらに好ましくは50 nmから200 nmの範囲
であることが好ましい。LRI層は、例えば、ポリマーまたはSiO2 または MgF2であっても
よい。HRI層の層みは、20 nmから1000 nmの範囲、さらに好ましくは50 nmから500 nmの範
囲であることが好ましい。
【００２７】
　プラズモン共鳴は、とりわけ、金属層に囲まれる材料の屈折率に依存する。従って、例
えば、高屈折率のHRI層が、共鳴、すなわち、カラーインプレッションを変化する。
【００２８】
　さらに、本発明の多層体が、金属層の層圧の相応のデザインの場合に、反射光だけでな
く、透過光でも、カラー効果を生じることが示された。ここで、このために、金属層の光
学深度（OD）が、好ましくは0.5から2.5の間、特に0.7から2.3の間、さらに好ましくは1.
0から2.0の間で選択されることが示された。ここで、光学深度（OD）の単位は、構造化さ
れていない、従って滑らかな表面に対する、金属層の透過率に基づき、透過率Tに対して
、以下の関係を有する。

従って、透過率Tと光学深度ODとの間には、アルゴリズム的な関係が存在する。1.0の光学
深度は、10%の透過率に相当し、2.0の光学深度は、1%の透過率に相当する。従って、0.5
から2.5の光学深度は、6 nmから34 nmの厚みを有するアルミニウム層に相当し、0.7から2
.3の光学深度は、8 nmから31 nmのアルミニウム層の層厚に相当し、1.0から2.0の光学深
度は、13 nmから27 nmのアルミニウム層の層厚に相当する。
【００２９】
　ここで、第一のレリーフ構造が金属層に成形されるエリアにおいて、透過率のスペクト
ラム、従って、透過で見えるカラーが、変化し、ここで、光の特定の波長に対する透過率
が、鏡面の場合よりも高いことが、意外にも示された。第一のレリーフ構造のエリアにお
ける透過率の増加の理由は、おそらく入射光によるプラズモンの励起にある。金属層の上
側の“境界表面”でのプラズモンは、下側の“境界表面”でのプラズモンを励起し、この
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結合により、この波長範囲に対する透過光の強度を増す。ここで、金属層の直ぐ近くにお
いて、電界が、非常に強い電界強度で生じ、プラズモンが金属層を通じて光りを“導く”
ことを可能とする。
【００３０】
　従って、本発明による多層体により、上述したように、相応のレリーフ形状のデザイン
により、反射光の観察で、上面に第一の光学可変効果を表示し、下面からの観察で、第一
の光学可変効果とは異なる第二の光学効果を表示し、同様に、上述したように、相応のデ
ザインにより、（調整された金属の光学密度ODに応じた）透過光の観察で、光学効果を表
示する、金属被覆されたセキュリティ特性を提供することができる。また、透過光の観察
の場合、一次以上の次数の透過型の回折構造が用いられる場合とは異なり、直接透過の場
合、すなわち、垂直な角度での観察の場合でも、相応の光学効果が可視化され、従って、
既存の技術の利用では模倣が非常に難しいセキュリティ特性が提供される、という大きな
利点がもたらされる。
【００３１】
　多層体は、可能であれば金属層の上に備えられる多層体の一つ以上の層、及び／または
、可能であれば金属層の下に備えられる多層体の一つ以上の層が、第一のエリアの少なく
とも部分的なエリアにおいて、透明、または、半透明で形成され、15%以上、特に50%以上
、さらに好ましくは90%以上の透過率を特に有するようにデザインされることが好ましい
。これにより、金属層及び第一のレリーフ構造により生じる光学効果が、上面からの反射
光の観察、下面からの反射光の観察及び／または透過光の観察で見えることが保証される
。また、これにより、この部分的なエリアが、パターン化されて形成されてもよく、この
部分的なエリアを囲む第一のエリアの部分的なエリアが、不透明に形成される少なくとも
一つの層を有してもよく、その結果、金属層及び第一のレリーフ構造により生じる光学効
果が、第一の部分的なエリアの形状により決定されるエリアでのみ見える。ここで、また
、多層体には、金属層の上、及び／または、金属層の下に、マスク層が備えられてもよく
、このマスク層が、第一の部分的なエリアに対応する凹部を有し、金属層の上に備えられ
るマスク層の凹部と、金属層の下に備えられるマスク層の凹部とが、異なって形成されて
もよく、その結果、上面からの反射光の観察と、下面からの反射光の観察の場合に、異な
る情報が可視化される。
【００３２】
　さらに、金属層の第一の表面が、第一の誘電体層でコーティングされ、金属層の下面が
、第二の誘電体層でコーティングされ、第一の誘電体層の屈折率と、第二の誘電体層の屈
折率とが、少なくとも0.1、さらに好ましくは少なくとも0.2異なる場合が有利である。こ
れにより、上面からの反射光の観察及び／または透過光の観察の場合の、第一のエリアの
光学的外観が、下面からの対応する反射光の観察及び／または透過光の観察の場合の、対
応する外観と異なることが、実現可能である。
【００３３】
　さらに、金属層の第一の表面及び／または金属層の第二の表面が、異なる屈折率を備え
る透明な誘電体層により、部分的にカバーされ、これにより、第一のエリアの異なる部分
的なエリアにおける多層体の光学的外観が、この誘電体層の異なる屈折率のために、異な
る場合が有利である。
【００３４】
　第一のレリーフ形状の輪郭形状及び／またはレリーフ深度tは、正反射の場合、金属層
が、第一のエリアにおいて第一の入射角で入射する、人間の眼に見える少なくとも50 nm
の幅を備える第一のスペクトル範囲の光に対して、15%以下、特に、10%以下の反射率を有
し、人間の眼に見える10 nmから最大200 nmの間、特に20 nmから150 nmの間の幅を備える
第二のスペクトル範囲で、第一のスペクトル範囲における反射率の平均値に対して、少な
くとも2倍高く、さらに少なくとも2.5倍、好ましくは3倍、特に少なくとも4倍高い、直接
反射率を有するように、選択されることが好ましい。
【００３５】
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　このことは、観察者に対して規定され、相対的に安定した、カラーインプレッションま
たはカラーの外観をもたらす。透過の場合の、規定され相対的に安定したカラーインプレ
ッションに対して、透過率の値は、反射の場合よりもはるかに低くてもよく、数パーセン
トの範囲にあってもよい。ここで、人間の眼に見える、10 nmから最大200 nm、特に、20 
nmから150nmの範囲の幅を備える、第二のスペクトル範囲において、少なくとも50 nmの幅
を備える第一のスペクトル範囲における反射率の平均値に対して、少なくとも2倍高く、
さらに少なくとも2.5倍、好ましくは3倍、特に少なくとも4倍高い、直接反射率が存在す
ることが、重要である。第一のスペクトル範囲の幅は、さらに、少なくとも100 nmである
ことが好ましい。
【００３６】
　第一のレリーフ構造の輪郭形状及び／またはレリーフ振動は、第一の入射角とは異なる
第二の入射角の場合に、第一の部分的なエリアで正反射される、または、金属層を通じて
直接透過される、光のカラーの外観が、異なって変更され、特に、異なった、相対的に安
定したカラーが、反射光での観察または透過光での観察の場合に、これらの入射角で、観
察者に表示されるように、さらに選択されることが好ましい（例えば、略垂直な観察の場
合に赤色で、例えば30°傾斜の場合に緑色）。これは、傾斜時の所定のカラー変化に対応
する。第一の入射角は、第二の入射角と、10°から45°の間の値で異なることが好ましい
。
【００３７】
　カラー変化の簡単な認識のために、第一のエリアの横方向の広がりが、少なくとも10mm
2、さらに好ましくは、少なくとも20 mm2である場合が有利であり、これにより、表面エ
リアとして、人間の裸眼に明確に認識可能である。
【００３８】
　本発明の好ましい一実施形態によれば、第一のエリア、または、少なくとも一つの第一
のエリアにおいて、多層体は、金属層の第一の表面及び／または第二の表面から、2 μm
以下、特に1 μm以下、好ましくは500 nm以下、さらに好ましくは300 nm以下離れて配置
される、少なくとも一つの色素及び／または発光物質を有する。第一のレリーフ構造が備
えられる金属層の表面に近いこのような配置の場合の、色素及び／または発光物質が、こ
れらの物質の通常の場合、例えば、鏡面または“通常の”回折構造に近い配置の場合と比
較して、強く増強された吸収性または蛍光性を有することが、意外にも示された。この効
果は、おそらく、第一のレリーフ構造により生じたプラズモンの励起が、電界強度の増強
を生じる、という事実に起因する。この増強された電界強度は、近傍界に、すなわち、と
りわけ励起光の略一波長の距離までに存在する。この増強された電界強度は、色素または
発光物質の吸収性及び蛍光性に関与している。
【００３９】
　類似する効果が、例えば、いわゆる表面増強ラマン散乱（SERS）の解析で用いられる。
分子が金属表面（とりわけ銀及び金）の近くに位置する場合、ラマン信号は、著しく増強
される。電磁気的な増強は、金属における表面プラズモンの励起に基づいており、表面の
ピークで、または、粒子内で、局所的に非常に強い電磁界を生じることができる。入射光
を伴うこの電磁界は、分子を励起し、従って、増強ラマン散乱をもたらす。この効果は、
表面に亘り、急速に低下するが、分子は、表面に付着される必要はない。
【００４０】
　この背景の増強メカニズムは、表面プラズモンポラリトン（またはSPP）増強吸収及び
表面プラズモン結合放射（SPCE）と呼ばれる。
【００４１】
　色素層及び／または発光物質層のこの見出された効果は、後述するように、印象的で模
倣が困難なセキュリティ特性を提供するために、様々な方法で利用可能である。
【００４２】
　ここで、第一の層及び／または第二の層は、第一のエリアにおいて、部分的に、または
、全表面に亘り、第一の金属層の第一の表面または第二の表面に適用されることが好まし
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く、すなわち、第一のエリアにおいて、第一の表面または第二の表面を、部分的に、また
は、全表面に亘り、カバーする。従って、第一の層及び／または第二の層は、部分的に、
金属層に第一のレリーフ構造が成形される金属層の表面または表面の一部に、直接隣接す
る。従って、第一のレリーフ構造は、第一の層または第二の層により、部分的に、または
、完全に、カバーされることが好ましい。さらに、また、第一の層または第二の層が、第
一のエリアにおける金属層にのみ適用され、従って、金属層が第一のレリーフ構造に隣接
する箇所にのみ提供され、従って、上述した効果が生じる場合も、有利である。
【００４３】
　多層体は、金属層の第一の表面に隣接する少なくとも一つの第一の層、及び／または、
金属層の第二の表面に隣接する少なくとも一つの第二の層を有し、第二の層が、少なくと
も一つの色素、及び／または、少なくとも一つの発光物質を有することが好ましい。ここ
で、発光物質という表現は、特に、蛍光性またはリン光性の物質を含む。
【００４４】
　少なくとも一つの第一の層及び／または少なくとも一つの第二の層の層厚は、20 nmか
ら2 μmの間、特に、50 nmから1 μmの間、特に、100 nmから500 nmの間であることが好
ましい。第一の層及び／または第二の層の層厚の対応する選択により、前述した効果が、
少なくとも一つの第一の層及び／または第二の層が第一のエリアをカバーするエリアにお
いて、主流であり、その結果、明確に異なる光学的なインプレッションが、少なくとも一
つの第一の層及び／または少なくとも一つの第二の層が第一のエリアをカバーするエリア
と、少なくとも一つの第一の層及び／または第二の層が第一のエリアをカバーしないエリ
アとにおいて、もたらされることが、ここで保証することができる。
【００４５】
　金属層の第一の表面または第二の表面から、1 μm以下、さらに好ましくは500 nm以下
、さらに好ましくは300 nm以下離れた、第一の層及び／または第二の層の第一のエリアに
おける色素または発光物質の濃度は、第一の層及び／または第二の層の残りのエリアの濃
度よりも高いことが好ましい。
【００４６】
　少なくとも一つの第一の層及び／または第二の層は、例えば印刷法により、金属層に直
接適用されてもよく、特に、少なくとも一つの色素または発光物質が添加された、ラッカ
ー層または保護ラッカー層から成ってもよい。さらに、また、少なくとも一つの第一の層
及び／または第二の層が、複製ラッカー層により、または、複製ラッカー層に適用される
層により、形成され、金属層が、この複製ラッカー層上に、または、複製ラッカー層に適
用される層上に、例えば真空蒸着により、蒸着されてもよい。
【００４７】
　少なくとも一つの色素及び／または発光物質は、可溶性の色素または発光物質であるこ
とが好ましい。また、例えば量子ドット（QD）等のナノ粒子、または、例えば色素が充填
されたゼオライト結晶（例えば特許文献２に記載）等のハイブリッド材料も、考慮される
。以下の物質の選択肢：中心原子として特にCr3+ または Co2+を備える金属錯体色素、か
らの色素が、色素として用いられることが好ましい。BASF社のNeozapon色素、及び、BASF
社（以前はCiba社）のOrasol色素が、例である。以下の物質の選択肢：クマリン、ローダ
ミンおよびシアニン、からの発光物質も用いられることが好ましい。
【００４８】
　少なくとも一つの第一の層及び／または少なくとも一つの第二の層は、人間の眼に見え
る波長範囲で、少なくとも70%、好ましくは少なくとも90%の透過率を有することが好まし
い。特に、色素が全表面に亘って適用される場合、着色された層の透過率が、色素により
、最小限にしか変化せず、その結果、第一のエリアの外側では、何の色も認識されない場
合が有利である。
【００４９】
　本発明の好ましい一実施形態によれば、少なくとも一つの第一の層及び／または少なく
とも一つの第二の層における、少なくとも一つの色素及び／または発光物質の濃度は、表
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面レリーフが、鏡面、回折構造、マクロ構造、または、マット構造により形成される第二
のエリアにおけるそれらの光学作用が、30 cm以上の観察距離、及び、少なくとも100 lux
、好ましくは少なくとも500 luxで、同時に10,000 lux以下の照度の白色光（D65）の照明
下で、観察者には見えず、しかしながら、前述した吸収性または蛍光性の増強により、第
一のエリアにおいて、光学的に認知可能な作用が生じるように、選択される。
【００５０】
　しかしながら、また、色素は、第一のエリアの構造が、複製された箇所でのみ、より高
い濃度で適用され、または、第一のエリアのこれらの構造が、色素が存在する箇所に（通
常のレジスト公差で）複製される。これにより、カラー効果へのより強い影響が、同時に
、第一のエリアの外側のエリアの、人間の眼に認識可能な染色なしで、可能となる。
【００５１】
　第一のエリアにおける色素の部分的な適用に加え、第一のエリアの内側及び外側におい
て、異なる濃度の色素を適用してもよく、または、第一のエリアの内側及び外側において
、二つの異なる色素を適用してもよい。
【００５２】
　第一の層及び／または第二の層の乾燥重量における少なくとも一つの色素または発光物
質の重量パーセントは、0.1%から20%の間、特に、0.5%から10%の間であることが好ましい
。
【００５３】
　第一の層及び／または第二の層の乾燥重量における色素または発光物質の重量比は、1 
mg/m2から200 mg/m2の間、さらに2 mg/m2から50 mg/m2の間、好ましくは3 mg/m2 から30 
mg/m2の間、特に好ましくは3mg/m2から15 mg/m2である。これは、上述した効果を実現す
るために有利であることが判明している。
【００５４】
　少なくとも一つの第一の層及び／または少なくとも一つの第二の層の少なくとも一つの
色素または発光物質の色は、その色が、または、励起時のその色が、正反射または透過で
の特定の入射角の入射光に対して第一のレリーフ構造により生じる色に一致する、または
、その色と異なるように、選択されることが好ましい。色に応じて、他の技術では少なく
とも模倣が困難であり、さらに、耐偽造性のレベルを増す、異なる色の効果が、従って、
相応の混色により、正反射または直接透過での異なる観察角度で生じ得る。
【００５５】
　二つ以上の第一の層及び／または第二の層が備えられ、それらの色素または発光物質が
、これらの層の色素の色が、または、励起時のこれらの層の発光物質の色が、互いに異な
るように選択されることが好ましい。従って、例えば、第一の色素を備える第一の層が、
部分的に第一のエリアに重なる第一の領域における金属層の第一の表面に適用され、第二
の色素を備える第一の層が、部分的に第一のエリアに重なる第二の領域における金属層の
第一の表面に適用され、第三の色素を備える第二の層が、少なくとも部分的に第一のエリ
アに重なるとともに第一の領域及び第二の領域に重なる第三の領域における金属層の第二
の表面に適用され、第一の色素と、第二の色素と、第三の色素の色が、異なってもよい。
一例を挙げると、第一の層及び第二の層の層厚の相応の選択により、これらの層が第一の
エリアと重なるエリアにおける第一の色素、第二の色素、及び、第三の色素の作用が、外
側よりもはるかに強いという、既に上述した効果が、これにより、もたらされる。また、
第一のエリアにおける金属層の第一のレリーフ構造によって生じる光学効果により相応の
混色効果がもたらされ、その結果、前方側及び後方側からの反射光の観察の場合、及び、
透過光の観察の場合に、相応の異なる光学効果が、また、各場合においてもたらされる。
【００５６】
　さらに、また、一つ以上の第一の層または一つ以上の第二の層が、部分的に重なっても
よい。これにより、興味深い光学効果を実現することができる。既に上述したように、色
素のフィルター作用及び発光物質の発光は、金属層の第一の表面または第二の表面からの
これらの物質の距離に依存し、その結果、得られる混色に層の並び順が影響しない、互い
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に重なるカラー層の通常の混色とは対照的に、これらの層が互いの上にある並び順に応じ
て、これらの異なるカラー作用が生じる。
【００５７】
　本発明の一実施形態によれば、一つ以上の第二のエリア及び／またはさらなるエリアに
おいて、表面レリーフは、第二のレリーフ構造及び／またはさらなるレリーフ構造により
形成される。第二のレリーフ構造及び／またはさらなるレリーフ構造は、回折レリーフ構
造、ホログラムレリーフ構造、マット構造、鏡面、屈折性で略無彩色のマクロ構造（例え
ば5 μm以上の周期を備える構造）、レンズ、マイクロレンズの格子、または、このよう
なレリーフ構造の組み合わせにより、好ましくは形成される、レリーフ構造である。
【００５８】
　回折レリーフ構造とは、特に、200から2000 lines/mmの空間周波数を有し、特に、一次
以上の回折次数での入射光の回折により光学可変効果を生じるレリーフ構造を意味する。
この例は、直線格子または交差格子である。さらに、また、回折レリーフ構造は、計算機
合成ホログラムにより、例えば、キノフォームにより、形成することができる。
【００５９】
　マット構造として、等方性または異方性のマット構造を用いることができる。マット構
造とは、確率的なマット表面形状を好ましくは有する、光散乱特性を備える構造を意味す
る。マット構造は、100 nmから5000 nmの間、さらに好ましくは200 nmから2000 nmの間の
レリーフ深度（Peak（山）からValley（谷）＝P-V）を有することが好ましい。マット構
造は、50 nmから2000 nmの間、さらに好ましくは100 nmから1000 nmの間の表面粗さ（Ra
）を有することが好ましい。マット効果は、等方性、すなわち、全アジマス角で同じであ
っても、または、異方性、すなわち、異なるアジマス角で変化してもよい。マクロ構造と
は、空間周波数が100 lines/mmより小さく、実質的に屈折により、光学効果を生じる構造
を意味する。従って、効果は、略無彩色である。レンズは、屈折作用レンズとして、また
は、回折レンズとして、成形されてもよい。マイクロレンズの格子は、一次元または二次
元配置のマイクロレンズ、例えば、円柱レンズまたは球面レンズにより形成されることが
好ましい。マイクロレンズの格子の格子幅は、300 μmから50 μmの間が好ましい。
【００６０】
　第二のレリーフ構造及びさらなるレリーフ構造は、少なくとも、一つの構造パラメータ
において異なり、従って、異なる光学効果を生じるレリーフ構造により、形成されること
が好ましい。
【００６１】
　少なくとも一つの第一のエリアまたは第一のエリアの一つ、及び、少なくとも一つの第
二のエリアは、それぞれ、複数の部分的なエリアにより形成されることが好ましい。ここ
で、これらの部分的なエリアは、300 μmより小さい少なくとも一つの横方向寸法を有す
ることが好ましい。
【００６２】
　第一のエリアの部分的なエリアと、第二のエリアの部分的なエリアとは、さらに、互い
に格子配置される（交互配置される）ことが好ましい。交互配置は、人間の眼の解像限界
以下の部分的なエリアのサイズ、すなわち、特に300 μmより小さいサイズで、行われる
。
【００６３】
　従って、例えば、第一のエリアの部分的なエリア及び第二のエリアの部分的なエリアが
、一方向または二方向において、互いに交互に続いてもよい。これにより、観察者に対し
て、第一のエリアにおいて第一のレリーフ構造により生じる光学効果と、第二のエリアに
おいて第二のレリーフ構造により生じる光学効果とが、重なり合う効果を、実現すること
ができる。従って、例えば、多層体の全く同一の位置での観察者に対して、第一のレリー
フ構造により生じる光学効果が、第一の観察角度で見え、第二のレリーフ構造により生じ
る光学効果が、第二の観察角度で見える。少なくとも、第一のエリアの部分的なエリアと
第二のエリアの部分的なエリアとが交互配置されるエリアにおいて、第二のエリアの部分
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的なエリアの全表面積に対する第一のエリアの部分的なエリアの全表面積の面積比は、5:
1より大きく、さらに好ましくは10:1より大きく選択されることが好ましい。第一のエリ
アのこの高い比率は、よく見えるカラー効果を保証するために有用である。
【００６４】
　さらに、少なくとも一つの第二のエリアが、互いに分離する多数の部分的なエリアによ
り形成され、第一のエリアが、これらの部分的なエリアを背景エリアとして囲む場合が有
利である。従って、例えば、第二のエリアの部分的なエリアを、擬似乱数的に配置しても
よく、それらの表面の配向、例えば、それらの長手方向軸の配向を、擬似乱数的に選択し
てもよく、擬似乱数的に配置され、及び／または、配向される、それらの部分的なエリア
を、背景エリアとして第一のエリアで囲んでもよい。ここで、第一のレリーフ構造は、第
一のエリアの光学的な外観と輝き効果またはかすかに光る効果との重ね合わせを実現する
ために、例えば、鏡面により、または、無彩色の構造により、形成可能である。ここで、
第二のエリアの部分的なエリアは、50 μmから300 μmの間の横方向の表面寸法を有する
ことが好ましい。
【００６５】
　本発明のさらなる実施形態によれば、第一のエリアまたは第一のエリアの少なくとも一
つは、パターン化された形状を有し、従って、文字、数字、シンボル、または、モチーフ
の形で成形される。この第一のエリアは、第二のエリアにより、輪郭のように縁取りされ
てもよく、この第二のエリアが、第二の構造、例えば、マット構造を有する。
【００６６】
　ここで、第一のエリアまたは第一のエリアの少なくとも一つの形状が、この形状が、補
助を用いてのみ可視化され得る情報を含むように選択される場合が、さらに有利である。
従って、例えば、第一のエリアまたは第一のエリアの少なくとも一つが、拡大装置を用い
てのみ観察者に対して可視化可能な、ナノテキストの形で形成されてもよい。さらに、ま
た、第一のエリアまたは第一のエリアの少なくとも一つが、例えばマイクロレンズの格子
、または、相応に成形されるマスク層、例えば直線格子、により可視化可能な隠し情報が
エンコードされる、モアレパターンの形で成形されてもよく、これらの格子または層は、
多層体の一部であってもよい。
【００６７】
　本発明の好ましい一実施形態によれば、第一のエリアまたは第一のエリアの少なくとも
一つが、一つ以上の第一のゾーンと、第一のレリーフ構造の一つ以上のパラメータが異な
る、一つ以上の第二のゾーンとを有する。第一のゾーンにおける第一のレリーフ構造は、
第二のゾーンにおける第一のレリーフ構造と、一つ以上のパラメータ：周期P、アジマス
角、レリーフ深度t、ベース面積、及び、輪郭形状の点で、異なることが好ましい。従っ
て、例えば、一つ以上の第一のゾーンにおける第一のレリーフ構造は、例えば、偏向子に
よってのみ認識可能な情報をエンコードするために、一つ以上の第二のゾーンにおける第
一のレリーフ構造と、アジマス配向の点で異なり、または、例えば、動き効果または3D効
果を生じるために、周期、レリーフ深度の点で、または、ベース平面に対するベース表面
の傾斜の点で異なる。
【００６８】
　さらに、第一のエリアまたは第一のエリアの少なくとも一つが、他の一つ以上の第三の
ゾーンまたはさらなるゾーンを含んでもよく、それらは、それらにおける第一のレリーフ
構造の上述したパラメータの一つ以上が、第一のゾーン及び第二のゾーンのものと異なっ
て選択される点で、第一のゾーン及び第二のゾーンとは異なる。
【００６９】
　隣り合う第一のゾーン及び第二のゾーン、及び／または、第一のゾーン、第二のゾーン
ン、第三のゾーン、及び、さらなるゾーンは、10 μm以下、好ましくは1000 nm以下、互
いに離間することが好ましい。
【００７０】
　第一のレリーフ構造のパラメータは、第一のゾーンにおいて同一に、第二のゾーンにお
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いて同一に、第三のゾーンにおいて同一に、及び／または、さらなるゾーンにおいて同一
に、選択されることが好ましい。
【００７１】
　好ましい一実施形態によれば、第一のゾーン及び第二のゾーンは、それぞれ、300 μm
以下の横方向の寸法、特に、500 μm以下の幅と、さらに好ましくは2 mm以上の長さと、
を有する。一つ以上の第一のゾーン及び第二のゾーンは、一つのモチーフを形成するよう
に成形されることがさらに好ましく、第一のゾーンが、モチーフの前景エリアを形成し、
第二のゾーンは、モチーフの背景エリアを形成する。さらに、また、一つ以上の第一のゾ
ーンが、第一のモチーフを形成し、一つ以上の第二のゾーンが第二のモチーフを形成する
ように成形されてもよい。
【００７２】
　好ましい一実施形態によれば、第一のゾーン、第二のゾーン、及び、第三のゾーンは、
300 μm以下、特に150 μm以下、好ましくは80 μm以下の、少なくとも一つの横方向の寸
法を有する。さらに、第一のゾーン、第二のゾーン、及び、第三のゾーンは、少なくとも
部分的に、交互配置される。従って、例えば、第一のゾーン、第二のゾーン、及び、第三
のゾーンは、一方向または二方向において、互いに交互に連続して配置されてもよい。
【００７３】
　第一のゾーン、第二のゾーン、及び、第三のゾーンのこのような形状及び配置は、例え
ば、動き効果、モーフィング効果（変貌効果）、または、加法混色により生じる多色表示
またはカラー表示、の発生を可能とする。従って、例えば、第一のモチーフを表示する第
一のゾーンと、第二のモチーフを表示する第二のゾーンと、任意で、第三のモチーフを表
示する第三のゾーンとを、交互に配置してもよく、第一のモチーフ、第二のモチーフ、及
び、第三のモチーフが、それぞれ割り当てられた観察角度で、観察者に見える。さらに、
第一のゾーン、第二のゾーン、及び、第三のゾーンにおける、第一のレリーフ構造のパラ
メータが、例えば、特定の観察角度で、異なるカラー、例えば、赤色、緑色、及び、青色
が、第一のゾーン、第二のゾーン、及び、第三のゾーンにおいて生じるように、選択され
てもよい。イメージポイントに割り当てられたエリアにおける、第一のゾーン、第二のゾ
ーン、及び、第三のゾーンの配置の相応の選択により、この観察角度で生じるイメージポ
イントのカラーは、加法混色により、発生可能である。
【００７４】
　本発明の好ましい一実施形態によれば、第一のエリアにおいて、または、第一のエリア
の少なくとも一つにおいて、第一のレリーフ構造のベース表面が、粗構造またはマット構
造により形成される。従って、ベース表面は、平面の形で形成されず、粗構造またはマッ
ト構造に従って成形される。ここで、粗構造とは、周期が、第一の構造の周期Pより少な
くとも5倍、さらに10倍大きく、特に、1 μmから10 μmの間の構造を意味する。粗構造の
レリーフ深度は、50 nmから5000 nmの間、好ましくは100 nmから2000 nmの間であること
が好ましい。従って、粗構造は、部分的に異なって傾斜する表面を有し、その結果、第一
のレリーフ構造により正反射／透過で生じる効果は、その角度範囲において相応にシフト
し、従って、第一のエリアの異なる部分的なエリアで、異なる観察角度で見え、または、
マット構造が用いられる場合は、相応の乱数的な配置により、より広い観察角度に亘って
見える。
【００７５】
　本発明の好ましい一実施形態によれば、第一のエリアにおいて、または、第一のエリア
の少なくとも一つにおいて、第一のレリーフ構造の周期Pが、部分的に変化する。ここで
、第一のレリーフ構造の周期P の変動は、好ましくは最大10%、さらに好ましくは最大5%
である。第一のレリーフ構造の周期Pは、第一のエリアのエッジエリアの一つ以上におい
て、増加／減少し、または、第一のエリアのエリア中心からの距離に応じて、増加または
減少することが好ましい。これにより、興味深い光学可変効果が発生可能であり、例えば
、“回転バー”効果が発生可能であることが示された。これに代えてまたは加えて、第一
のレリーフ構造のアジマス角が、さらに、部分的に（僅かに）変化してもよい。
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【００７６】
　“回転バー”効果とは、通常、反射型の円柱レンズと同様の光学効果を意味する。プロ
セスにおいて、観察者の方向に光を反射する円柱レンズのエリアは、他の方向に光を反射
するエリアより、明るく見える。従って、この機能は、多層体が観察方向に傾けられる場
合、円柱レンズ上を移動するように見える、一種の“光の帯”を生じる。本願において特
許請求される構造の場合、“光の帯”に代わって、“カラーの帯”が円柱レンズ上を移動
するように見える、少し異なる“回転バー”効果がもたらされる。例えば、多層体が観察
方向に傾けられる場合、（黄色及び緑色の円柱レンズの外側のエリアを伴う）円柱レンズ
の赤色の中心部が、移動可能である。
【００７７】
　本発明のさらなる好ましい実施形態によれば、第一のエリアまたは第一のエリアの少な
くとも一つが、多数の部分的なエリアを有する。部分的なエリアそれぞれは、3 μm以上
の最小寸法と、300 μm以下の最大寸法とを有する。選択肢：部分的なエリアの形状、部
分的なエリアの面積サイズ、部分的なエリアのエリア中心の位置、第一のレリーフ構造の
ベース表面のベース平面に対する傾斜角、第一のレリーフ構造のベース表面のベース平面
に垂直な軸回りの回転角、第一のレリーフ構造のアジマス角、レリーフ構造の周期P、か
ら選択されるパラメータの一つ以上は、各部分的なエリアに対して、第一のエリアに対す
るそれぞれ所定の変動範囲内で、擬似乱数的に変動する。
【００７８】
　上述したパラメータに対して、以下の変動範囲が選択されることが好ましい。
１）部分的なエリアの形状：矩形、正方形、円形、楕円形、六角形、八角形、ひし型。
２）部分的なエリアの面積サイズ：5 μm2から6000 μm2の間、さらに好ましくは5 μm2

から300 μm2の間。部分的なエリアの面積サイズが擬似乱数的に変動する場合、変動範囲
は、部分的なエリアの平均面積サイズの10%から50%であることが好ましい。
３）部分的なエリアのエリア中心の位置：ここで、Dをx軸またはy軸方向における部分的
なエリアの寸法として、+D/2から-D/2の間の変動範囲の乱数的なシフトを選択し、x軸及
び／またはy軸方向における格子の格子幅を、x軸またはy軸方向における部分的なエリア
の寸法Dの3/2倍に設定することが、特に有用であることが判明した。
４）第一のレリーフ構造のベース表面のベース平面に対する傾斜角：特に輝き効果を実現
するために、部分的なエリアの傾斜角、特に、傾斜角Ax及び／またはAyが、-45° から+4
5°、さらに好ましくは-30°から+30°、特に好ましくは-15°から+15°の変動範囲で、
擬似乱数的に変動することが好ましい。ここで、ベース平面は、x軸及びy軸により広がり
、傾斜角Axは、x軸回りに回転する場合の傾斜角を表し、傾斜角Ayは、y軸回りに回転する
場合の傾斜角を表す。
５）第一のレリーフ構造のベース表面のベース平面に垂直な軸回りの回転角：部分的なエ
リアのこの回転角を、-90°から+90°、さらに好ましくは-45°から+45°、特に好ましく
は-15°から+15°の変動範囲で、擬似乱数的に変化させることが、有利である。
６）第一のレリーフ構造のアジマス角：-90°から+90°、さらに好ましくは-45°から+45
°、特に好ましくは-15°から+15°の変動範囲。
７）レリーフ構造の周期P：周期Pの変動範囲は、平均値を中心に、好ましくは最大10%、
さらに好ましくは最大5%である。
【００７９】
　さらに、また、第一のエリアまたは第一のエリアの少なくとも一つが、多数の部分的な
エリアを有し、部分的なエリアそれぞれの第一のレリーフ構造のパラメータが、各部分的
なエリアに対して、所定のレリーフ構造の組から擬似乱数的に選択されるレリーフ構造に
従って選択される場合も、有利である。
【００８０】
　この手続きにより、興味深い光学的可変効果、例えば、カラーの動き効果、輝き効果、
かすかに光る効果、及び、3D効果、を得ることができる。
【００８１】



(20) JP 2016-503356 A 2016.2.4

10

20

30

40

50

　多層体は、転写フィルム、積層フィルム、または、セキュリティスレッドとして形成さ
れることが好ましい。金属層に加えて、多層体は、選択肢：複製層、ラッカー層、接着促
進層、接着層、保護ラッカー層、キャリア層、及び、加飾層、から選択される、一つ以上
のさらなる層を有することが好ましい。従って、多層体は、例えば、キャリア層、好まし
くは、例えばPET、PC、PE、BOPPで作られる、10 μmから500 μmの間の厚みを備える、透
明なプラスティックフィルムと、例えば、熱可塑性樹脂またはUV硬化型複製ラッカーで作
られる、透明な複製層と、接着層、例えば、常温接着層、熱溶融接着層、または、UV硬化
型接着層と、を含む。
【００８２】
　多層体は、さらに、セキュリティドキュメント、特に、紙幣、または、IDドキュメント
のセキュリティエレメントとして形成され、従って、例えば、パッチまたは帯の形で成形
されることが好ましい。さらに、また、多層体が、セキュリティドキュメント、例えば、
紙幣、カード（例えばクレジットカード、IDカード）、または、IDドキュメントを形成し
てもよい。セキュリティドキュメントは、さらに、ラベル、市販品の包装、チケット、保
証書、または、収入または納税印紙であってもよい。
【００８３】
　多層体が転写フィルムとして形成される場合、多層体の部分的なエリアが、パターン化
されて形成されたエンボス加工スタンプにより、基板上にスタンプされることが好ましい
。多層体が、例えば、上述したカラー効果、例えば、回転の場合に赤色から緑色に変化す
るカラーシフトの一つを生じる、均質な第一のレリーフ構造を有する場合、対応する形状
、例えば、ダイアモンドの形状のエンボス加工スタンプにより、この形状、例えばダイア
モンドを備え、このカラー効果を備えるエレメントが、目標の基板上に形成可能である。
さらに、また、多層体が、この場合、非特異的な積層ローラーにより、全表面に亘って、
基板に適用されてもよい。さらに、多層体がスタンプされる基板の表面が、表面構造を有
し、特に、粗構造、または、マット構造を有し、スタンプ圧が、第一のレリーフ構造のベ
ース表面が、スタンプ中に、粗構造またはマット構造に従って変形するように選択される
場合が、特に有利である。
【００８４】
　さらに、また、スタンプ表面に粗構造が成形される空押しエンボス加工ダイで、多層体
を一操作で処理することもでき、また、有利である。ここで、スタンプ圧は、第一のレリ
ーフ構造のベース表面が、空押しエンボス加工ダイが押しつけられる際に、空押しエンボ
ス加工ダイの粗構造に従って変形されるように選択される。この方法は、また、後続する
作業ステップにおいて、第一のレリーフ構造のベース表面の対応する変形により、多層体
を続いてカスタマイズすることを可能とし、従って、既に上述したさらなる光学効果を、
セキュリティエレメントまたはセキュリティドキュメントに導入することを可能とする。
【００８５】
　本発明は、添付図面を用いて、複数の実施形態を参照し、以下に例として説明される。
【図面の簡単な説明】
【００８６】
【図１ａ】セキュリティエレメントを備えるセキュリティドキュメントの概略平面図を示
す。
【図１ｂ】図１ａのセキュリティドキュメントの概略断面図を示す。
【図２】セキュリティエレメントの切断部分の概略断面図を示す。
【図３】セキュリティエレメントの切断部分の概略断面図を示す。
【図４ａ】レリーフ構造の概略図を示す。
【図４ｂ】図４ａのレリーフ構造の概略平面図を示す。
【図４ｃ】レリーフ構造の概略断面図を示す。
【図４ｄ】レリーフ構造の概略断面図を示す。
【図４ｅ】表面にレリーフ構造が成形される金属層の反射作用を説明する図を示す。
【図４ｆ】レリーフ構造の概略断面図を示す。
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【図４ｇ】レリーフ構造の概略断面図を示す。
【図５ａ】表面にレリーフ構造が成形される金属層の反射作用を説明する図を示す。
【図５ｂ】表面にレリーフ構造が成形される金属層の透過作用を説明する図を示す。
【図５ｃ】表面にレリーフ構造が成形される金属層の反射作用を説明する図を示す。
【図５ｄ】表面にレリーフ構造が成形される金属層の反射作用を説明する図を示す。
【図５ｅ】表面にレリーフ構造が成形される金属層の反射作用を説明する図を示す。
【図５ｆ】表面にレリーフ構造が成形される金属層の反射作用を説明する図を示す。
【図５ｇ】表面にレリーフ構造が成形される金属層の透過作用を説明する図を示す。
【図６ａ】セキュリティエレメントの切断部分の概略断面図を示す。
【図６ｂ】セキュリティエレメントの切断部分の概略断面図を示す。
【図６ｃ】図６ａのセキュリティエレメントの反射作用を説明する図を示す。
【図６ｄ】セキュリティエレメントの切断部分の概略断面図を示す。
【図６ｅ】セキュリティエレメントの反射作用を説明する図を示す。
【図６ｆ】セキュリティエレメントの反射作用を説明する図を示す。
【図７ａ】セキュリティエレメントの概略平面図を示す。
【図７ｂ】色素または発光性物質を含む二つの層の適用後の、図７ａのセキュリティエレ
メントの概略平面図を示す。
【図８ａ】セキュリティエレメントのあるエリアの概略平面図を示す。
【図８ｂ】セキュリティエレメントのあるエリアの概略平面図を示す。
【図９ａ】セキュリティエレメントのあるエリアの概略平面図を示す。
【図９ｂ】セキュリティエレメントのあるエリアの概略平面図を示す。
【図９ｃ】図９ａ及び図９ｂのセキュリティエレメントの反射作用を説明する図を示す。
【図１０ａ】セキュリティエレメントのあるエリアの概略平面図を示す。
【図１０ｂ】セキュリティエレメントのあるエリアの概略平面図を示す。
【図１１】複数の部分的なエリアで作られる第二のエリアと一つの第一のエリアとを含む
セキュリティエレメントの切断部分の概略平面図を示す。
【図１２ａ】転写フィルムの概略断面図を示す。
【図１２ｂ】図１２ａの転写フィルムを基板にスタンプするための配置の概略断面図を示
す。
【図１２ｃ】図１２ａの転写フィルムの転写層の切断部分の概略平面図を示す。
【図１２ｄ】スタンプ後の図１２ｂの基板の切断部分の概略平面図を示す。
【図１３】セキュリティエレメントの切断部分の概略平面図を示す。
【図１４ａ】レリーフ構造でカバーされる一エリアが複数の部分的なエリアにより形成さ
れるセキュリティエレメントの切断部分の概略図を示す。
【図１４ｂ】図１４ａの部分的なエリアに備えられるレリーフ構造のベース表面の配向を
説明する概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００８７】
　図１ａ及び図１ｂは、セキュリティドキュメント１を示す。セキュリティドキュメント
１は、紙幣であることが好ましい。しかしながら、セキュリティドキュメント１は、例え
ば、IDドキュメント、製品保証ラベル、IDカード、または、クレジットカード、プリペイ
ドカード、商品の表示タグ、証明書、特に、ソフトウェアの証明書であってもよい。
【００８８】
　セキュリティドキュメント１は、キャリア基板１０と、キャリア基板１０に適用される
セキュリティエレメント２とを有する。
【００８９】
　キャリア基板１０は、紙の基板であることが好ましく、例えば、50から500 μmの層厚
を有する。しかしながら、基板１０は、プラスティックの基板、または、一つ以上のプラ
スティック及び／または紙の層で作られる基板であってもよい。さらに、セキュリティエ
レメント２に加えて、一つ以上のさらなるセキュリティエレメントが、基板１０に適用さ
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れてもよく、基板１０の層構造または層に組み込まれてもよい。従って、基板１０は、例
えば、さらなるセキュリティエレメントとして、一つ以上の以下のエレメントを有する。
透かし、セキュリティ印刷、セキュリティスレッド、例えばホログラムまたは回折性の光
学構造により生じる一つ以上のセキュリティ特性を備えるパッチ。
【００９０】
　図１ａ及び図１ｂの実施形態におけるセキュリティエレメント２は、帯状の形状を有し
、セキュリティドキュメント１の全幅または全長に亘って広がる。さらに、セキュリティ
エレメント２は、基板１０が凹部または貫通孔を有し、または、透明に形成される、基板
１０の窓エリア２をカバーする。従って、このエリアでは、セキュリティエレメント２は
、セキュリティドキュメント１の前面からの観察の場合と、背面からの観察の場合の双方
において、見える。しかしながら、セキュリティエレメント２は、他の形状を有してもよ
く、例えば、パッチとして形成されてもよく、セキュリティドキュメント１の窓エリアに
配置されなくてもよく、基板１０の不透明なエリアに完全に適用されてもよい。
【００９１】
　セキュリティエレメント２は、キャリア基板と、金属層と、一つ以上の任意の加飾層と
、接着層とを有する積層フィルムであることが好ましく、接着層により、積層フィルムが
基板１０に付着される。キャリア基板は、10 μmから500 μmの間、特に15 μmから150 
μmの間の層厚を備え、例えばBOPPまたはPETまたはPC（ポリカーボネート）で作られる、
透明なプラスティックフィルムであることが好ましい。接着層は、熱溶融性接着層、常温
接着層、または、UV硬化性接着層、または、熱硬化性または熱架橋性接着層、あるいは、
熱可塑性成分及び熱及び／または放射線硬化性成分を備えるハイブリッドな接着層である
ことが好ましい。
【００９２】
　さらに、セキュリティエレメント２は、転写フィルムまたは転写フィルムの転写層とし
て形成されてもよい。この場合、剥離層が、キャリア層と金属層との間に提供され、また
は、キャリアフィルムが提供されない。さらに、また、セキュリティエレメント２は、セ
キュリティスレッドとして形成されてもよく、図１ｂに示すように、基板１０の表面に適
用されず、基板１０の一部に組み込まれてもよく、または、基板１０の上面と下面とに交
互に配置されてもよい。この場合、セキュリティエレメント２は、キャリアフィルム、金
属層、一つ以上の任意の加飾層、及び、任意で、セキュリティエレメント２の上面及び／
または下面に提供される接着促進層から成ることが好ましい。
【００９３】
　さらに、また、セキュリティエレメント２は、特に、セキュリティドキュメント１がカ
ードの形のセキュリティドキュメントである場合に、基板１０の層により提供されてもよ
い。この場合、セキュリティエレメントは、金属層、及び、以下の説明する機能をもたら
す一つ以上の任意の加飾層から成る。
【００９４】
　セキュリティエレメント２は、少なくとも部分的に金属層が備えられる、一つ以上のエ
リア３１、３２、４１、及び、４２を有することが好ましい。光学的に作用する表面レリ
ーフが、セキュリティドキュメントの上面に面する金属層の表面、及び／または、セキュ
リティドキュメント１の下面に面する金属層の表面に、少なくとも部分的に成形される。
一つ以上のエリア３１及び３２において、この表面レリーフが、割り当てられたアジマス
角によって決定される少なくとも一つの方向において、隆起及び沈降の連続を有する第一
のレリーフ構造によって形成され、この隆起は、可視光の波長より小さい周期Pで互いに
連続する。この第一のレリーフ構造のより詳細な構造は、多数の実施形態を参照して、以
下に再び説明される。一つ以上のエリア４１及び４２において、この表面レリーフが、第
二のレリーフ構造及び／またはさらなるレリーフ構造によって形成され、このレリーフ構
造は、以下の選択肢から選択される。回折レリーフ構造、ホログラムレリーフ構造、鏡面
、マット構造、マクロ構造、レンズまたはマイクロレンズの格子。さらに、また、第二の
レリーフ構造及び／またはさらなるレリーフ構造は、一つ以上のエリア４１及び４２にお



(23) JP 2016-503356 A 2016.2.4

10

20

30

40

50

ける金属層の表面において、成形されず、屈折率が0.2以上異なるセキュリティエレメン
ト２の二つの透明層の間で成形されてもよく、低屈折率または高屈折率の誘電体、例えば
、ZnS層の表面に成形されてもよい。
【００９５】
　ここで、エリア３２及び４２は、少なくとも部分的に窓エリア１２と重なり、その結果
、エリア３２及び４２におけるセキュリティエレメント２は、セキュリティドキュメント
１の上面及び下面から、少なくとも部分的に見える。エリア３２及び４２において、第一
または第二のレリーフ構造により生じる光学効果は、従って、セキュリティドキュメント
１の上面から観察した場合、セキュリティドキュメント１の下面から観察した場合、及び
／または、透過光で観察した場合に、見える。エリア３１及び４１は、窓エリア１２に配
置されないことが好ましい。エリア３１及び４１において第一のレリーフ構造または第二
のレリーフ構造により形成される光学効果は、従って、セキュリティドキュメント１の表
面からの反射光での観察の場合にのみ、見えることが好ましい。
【００９６】
　さらに、また、セキュリティエレメント２は、さらなるセキュリティ特性を有してもよ
く、例えば、セキュリティ印刷、光学可変色素を含む一つ以上の層、蛍光性またはリン光
性の物質を含む一つ以上の層、または、機械的に判読可能なセキュリティ特性、例えば、
バーコード、磁気ストリップ、機械的に判読可能な色素、特性物質、または、タガントを
備える一つ以上の層、を有してもよい。
【００９７】
　図１ａ及び図１ｂにも示すように、エリア３１、３２、４１、及び、４２は、セキュリ
ティエレメント２の平面観察で生じるセキュリティドキュメント１またはセキュリティエ
レメント２のエリアを示し、すなわち、セキュリティドキュメント１またはセキュリティ
エレメント２の上面または下面によって規定される面に垂直な観察に対するエリアを形成
する。これは、ここで説明される、他のエリア、ゾーン、及び、部分的なエリアにも当て
はまる。
【００９８】
　さらに、エリア３１、３２、４１、及び、４２の数と、それらの成形の種類は、例とし
て図１ａに示され、その結果、エリア３１、３２、４１、及び、４２は、他の形状を有し
てもよく、他の数で提供されてもよく、さらに、唯一のエリア３１または唯一のエリア３
２が、セキュリティエレメント２に備えられる場合も、十分である。
【００９９】
　部分的なエリア３１におけるセキュリティエレメント２の構造は、図２を参照して、例
として、以下に説明される。
【０１００】
　図２は、上面２０１と下面２０２とを有するセキュリティエレメント１の断面図を示す
。さらに、セキュリティエレメント２は、任意で部分的にのみ提供される、金属層２１を
有し、その上面２０１に面する表面にレリーフ構造６１が成形され、及び／または、その
下面２０２に面する表面にレリーフ構造６１が成形される。図２に示すように、レリーフ
構造６１は、ここでは、金属層２１の両表面に成形されることが好ましい。
【０１０１】
　金属層２１に加えて、セキュリティエレメント２は、また、図２には示されない、一つ
以上の層、例えば、複製ラッカー層、一つ以上のラッカー層、一つ以上の接着促進層、及
び、一つ以上のさらなる加飾層、を有することが好ましい。
【０１０２】
　金属層２１の上面は、セキュリティエレメント２の上面２０１を形成することが好まし
く、または、上面２０１と金属層２１との間に備えられる、セキュリティエレメント２の
一つ以上の層が、少なくともエリア３１において、透明または半透明に形成され、また、
少なくともエリア３１において、人間の眼に見える波長範囲において30%以上、特に50%以
上、好ましくは80%以上の透過率を有することが好ましい。
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【０１０３】
　セキュリティエレメント２の製造中、好ましくは透明な複製ラッカー層が、例えば、好
ましくは透明なキャリアフィルムに適用され、任意で、好ましくは透明な接着促進層が挿
入される。続いて、表面レリーフが、UV複製により、または、熱／圧力により、複製ラッ
カー層に少なくとも部分的に成形される。ここで、レリーフ構造６１は、エリア３１及び
３２において、第一のレリーフ構造として成形され、任意で、上述した第二のレリーフ構
造が、エリア４１及び４２において成形される。続いて、金属層２１が、例えば真空蒸着
により適用され、任意で、脱金属化法により、パターン化されて構造化される。続いて、
好ましくは透明な保護ラッカー層及び／または接着層が、任意で適用される。さらに、上
述したように、他の一つ以上のさらなる層が、セキュリティエレメント２の製造中に、セ
キュリティエレメント２に導入されてもよい。
【０１０４】
　レリーフ構造６１は、割り当てられたアジマス角で決定される少なくとも一つの方向に
おいて、隆起６１２と沈降６１４の連続を有し、その隆起は、可視光の波長より小さい周
期Pで、互いに連続する。レリーフ構造６１は、レリーフ構造６１の沈降６１４の最小部
６１５により規定されるベース表面からの、レリーフ構造６１の隆起６１２の最大部６１
３の間隔により、このベース表面に垂直な方向に関して決定される、レリーフ深度ｔを、
有する。
【０１０５】
　回折式から、以下の関係が得られ、ここで、mは回折次数（m = 0、+1、+2、…）を表し
、θmは回折角度を表し、θincは入射光の角度を表す。

【０１０６】
　P＜λ（及びmが0でない）では、垂直な光の入射の場合、この式から、以下の関係が得
られる。

【０１０７】
　この式から、λとλ/2の間にある周期Pの場合、ほぼすべての観察状況において、より
高い回折次数での光の回折はもはや起こらず、P＜λ/2の場合、より高い回折次数での光
の回折がそれ以上の角度で起こらず、その結果、「標準的な」回折現象は、あまり重要で
はないことがわかる。
【０１０８】
　ここで、レリーフ構造６１は、周期Pが、200 nmから500 nmの間の範囲、特に220 nmか
ら400nmの間、好ましくは、220 nmから350 nmの間の範囲で選択されるように、選択され
る。レリーフ構造６１の深度は、80 nmから500 nmの間、特に100 nmから400 nmの間、特
に好ましくは150 nmから300 nmの間で選択されることが好ましい。
【０１０９】
　金属層２１は、アルミニウム、銅、金、銀、クロム、または、これらの金属の合金から
成ることが好ましい。
【０１１０】
　金属層の厚みdは、10 nmから100 nmの間、特に15 nmから80 nmの間、特に好ましくは20
 nmから50 nmの間で選択されることが好ましい。
【０１１１】
　レリーフ構造６１は、直線状の格子、交差格子、六角格子、円形格子、または、より複
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雑な格子形状により、形成されることが好ましい。
【０１１２】
　レリーフ構造６１のカラーインプレッションまたはカラー効果は、図２に示すように、
正反射、すなわち、鏡面反射で、または、αin = αex、図２に示すように、αinはベー
ス表面６１６の表面法線に対する入射光５１の角度、αexはベース表面６１６の表面法線
に対する直接光５２の角度、という条件で見える。レリーフ構造６１のレリーフ深度ｔ及
び輪郭形状の対応する選択により、入射角及び出射角が同時に例えば10°から30°に変わ
る場合、鮮明に認識可能なカラー変化が、さらにまた生じることが好ましい。このような
カラー変化は、また、素人でも容易に検証可能であり、特に、また、拡散光において容易
に認識可能である。時として、あるカラー（例えば赤色）から他のカラー（例えば緑色）
への変化が生じ、時として、特に高い彩度の強いカラー（例えば暗黄色）から特に低い彩
度の弱いカラー（例えば淡黄色）への変化が生じ、時として、カラーが、銀色、特に無彩
色のカラーインプレッションに変化する。
【０１１３】
　レリーフ構造６１の輪郭形状は、反射スペクトルにおけるエッジが、相対的に急であり
、50nmの波長範囲に亘って、特に、10%以上、好ましくは15%以上の反射率の変化を有する
ように選択されることが好ましい。従って、反射スペクトルにおける少なくとも一つのエ
ッジまたは傾斜の平均勾配は、少なくとも50 nmの波長範囲に亘って、2% / 10 nmより大
きいことが好ましい。さらに、反射スペクトルは、少なくとも50 nmの幅の、反射率が15%
より低く、好ましくは10%より低い、第一のエリアと、少なくとも10 nmの幅で、最大200 
nmの幅（反射エッジ）の、反射率が第一のエリアよりも少なくとも2倍高く、好ましくは2
.5倍高い、第二のエリアとを有することが好ましい。さらに、第二のエリアは、少なくと
も20 nmの幅、好ましくは最大150のnm幅である。
【０１１４】
　ここで、100%の反射は、滑らかな、すなわち構造化されていない、境界面での、そうで
なければ、同じ枠組み条件（例えば組み込まれたまたは表面での金属層等）での、金属層
の計測反射率として規定されることが好ましい。
【０１１５】
　レリーフ構造６１の輪郭形状が、正反射で鮮明に見えるカラーインプレッションの実現
に決定的に重要であることが、意外にも判明した。このことが、図４ａから図４ｇを参照
して、以下に詳細に説明される。
【０１１６】
　図４ａは、x方向とx方向に対して垂直なy方向とにおいて例えばそれぞれ350 nmの周期P
と、例えば200 nmのレリーフ深度とを備える、交差格子の形の、レリーフ構造６１の概略
3D図を示す。従って、図４ａに示すレリーフ構造は、x方向とy方向とにおいて、隆起６１
２と沈降６１４との連続を有する。ここで、隆起６１２の最大部６１３と、沈降６１４の
最小部６１５との間の距離が、レリーフ深度を規定する。ここで、隆起６１２の最大部６
１３は、それぞれ最高点を表し、または、複数の隆起がその最高点で一つの平らな表面を
有する場合、複数の隆起６１３の複数の最高点を表す。沈降の最小部６１５は、それぞれ
、複数の沈降の最低点または複数の沈降の複数の最低点を表す。
【０１１７】
　ここで、高低は、レリーフ構造６１が成形される金属層２１の表面の平面図的な観察に
関連し、すなわち、ここでは、セキュリティエレメント２の上面からの観察に関連する。
この意味で、図４ａは、セキュリティエレメント２の金属層２１の上面の平面図を示す。
【０１１８】
　図４ａに示されるケースでは平らな表面であるベース表面６１６は、図４ａに示すよう
に、さらに、沈降の最小部６１５により、規定される。しかしながら、また、ベース表面
６１６は、平らな表面により形成されず、後に詳しく説明するように、例えば、粗構造、
または、マット構造、または、曲がったまたは湾曲した表面により、形成されてもよい。
【０１１９】
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　図４ｂは、隆起６１２、沈降６１４、隆起６１２の最大部６１３、及び、沈降６１４の
最小部６１５を備える、図４ａのレリーフ構造６１の概略平面図を示す。さらに、図４ｂ
において、隆起６１２及び沈降６１４が互いに連続する方向を示す、座標軸x及びyが描か
れている。
【０１２０】
　ここで、図４ｃと図４ｄ、及び、図４ｆと図４ｇは、図４ｂに示す切断線S-S'に沿う、
図４ａ及び図４ｂのレリーフ構造６１を通じた切断面を示す。
【０１２１】
　図４ｃと図４ｄ、及び、図４ｆと図４ｇでは、ベース表面６１６に垂直で切断線S-S'に
沿って走る切断面における、複数の隆起６１２及び沈降６１４を備える図４ａ及び図４ｂ
のレリーフ構造６１の切断部が、それぞれ示される。
【０１２２】
　図４ｃ及び図４ｄに示すように、隆起６１２は最大部６１３を有し、沈降６１４は最小
部６１５を有する。さらに、図４ｃにおいて、隆起６１２の幅６１８は、ベース表面６１
６から距離t/2に対して描かれ、図４ｄにおいて、沈降６１４の幅６１８は、同様に、距
離t/2に対して描かれる。双方とも、「半値全幅（FWHM）」に相当する。
【０１２３】
　ベース表面６１６での鏡面反射に関して非対称な輪郭形状、すなわち、特に、既に上述
したように、ベース表面で反射される輪郭形状が一つ以上の位相ずれで異なる輪郭形状が
、対称な輪郭形状よりも、より強く、美しい、カラーインプレッションを人間の眼に対し
て生じることが、意外にも示された。この意味において、対称な輪郭形状は、ベース表面
６１６において、鏡面対称により特徴付けされ、すなわち、図４ａから図４ｄの実施形態
において、x/y平面における鏡面対称性により特徴付けされる。このような鏡面反射で、
レリーフ構造が半周期分ずれる、レリーフ構造の場合も、輪郭形状は同じままである（図
４ｃ及び図４ｄにおける正弦形状Ａ参照）。従って、金属層２１が両側で同じ屈折率を備
える材料に埋め込まれる場合、二つの側からの観察（同じ角度及び照明条件下）の場合の
光学効果は、これらの対称な輪郭形状の場合、同じである。この意味において、非対称な
輪郭形状は、ベース表面６１６またはx/y平面において、この鏡面対称性を有さない。輪
郭形状は、二つの側からの観察の場合（例えば、図４ｃ及び図４ｄにおける輪郭Eを参照
）、明確に異なる。例えば、このような輪郭形状は、ある側から観察される場合、広い谷
を備える狭い山の配列からなり、他の側から観察される場合、狭く深い谷を備える広い山
の配列からなる。こうして形成される「台地」は、プラズモンの発生に関して、金属層に
おける孔と同様の作用を有することが、意外にも判明しており、このことは、対称な輪郭
形状を超える利点が達成可能な方法である。レリーフ構造の対称性を決定するために、レ
リーフ構造は、ベース表面６１６またはx/y平面で反射され、輪郭形状が依然として同じ
であるか、すなわち、非反射輪郭形状と同じであるか、すなわち、レリーフ構造が半周期
のずれを除いて同じであるか、が確認される。実験及び理論（いわゆる正確な回折に基づ
く計算）は、このような非対称格子の光学作用が、格子が二つの側から観察される際に、
異なることを示した。
【０１２４】
　さらに、ベース表面からt/2の距離に対する、レリーフ構造の隆起６１２または沈降６
１４の幅が、少なくとも0.6 × P、好ましくは少なくとも0.7 × P、最大で0.4 × P、特
に最大で0.3 × Pである場合が、有利である。これは、複数の輪郭形状ＡからＥを備える
レリーフ構造６１に関する図４ｃ及び図４ｄで説明される。
【０１２５】
　ここで、図４ｃは、ベース表面６１６からt/2の距離に対する、隆起６１２の幅６１８
を示す。ここに示されるように、隆起６１２の幅６１８は、ここでは、隆起６１２及び沈
降６１４の連続の方向において、ベース表面６１６からt/2の距離で確定される。輪郭形
状Ａは、0.5Pの幅６１８を有し、輪郭形状Ｂは、0.57 × Pの幅を有し、輪郭形状Ｃは、0
.63 × Pの幅を有し、輪郭形状Ｄは、0.69 × Pの幅を有し、輪郭形状Ｅは、0.75 × Pの
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幅を有する。輪郭形状Ａは、ベース表面６１６またはx/y平面での鏡面反射に対して、鏡
対称であり、前述したように、ここでは選択されないことが好ましい、輪郭形状を表す。
輪郭形状ＢからＥは、上の意味において非対称であり、選択されることが好ましい輪郭形
状を表す。
【０１２６】
　図４ｄは、輪郭形状ＡからＥを備え、ここでは、輪郭形状ＡからＥが、ベース表面６１
６からの距離t/2に対する、沈降６１４の対応する幅６１８により決定される、レリーフ
構造６１の、対応する形状を示す。
【０１２７】
　ここでは、人間の眼に特に美しく鮮明なカラーインプレッション及び／またはカラー効
果を生じるために、幅６１８が、0.6 × P以上、または、0.4 × P以下、特に、0.7 × P
以上、または、0.3 × P以下に選択されることが好ましいことが、示された。さらに、幅
６１８は、0.9 × Pから0.6 × P、または、0.1 × Pから0.4 × P、さらに好ましくは0.
85 × Pから0.7 × P、または、0.15 × Pから0.3 × Pの範囲で選択されることが好まし
い。
【０１２８】
　図４ｃの輪郭形状ＡからＥに関する、いわゆる正確な回折に基づく計算は、例えば、以
下のパラメータ：P＝300 nm、T＝150 nm、α＝30°、φ＝45°、及び、照明条件を備える
交差格子に対して、図４ｅに示す反射スペクトルをもたらす。
【０１２９】
　この図で分かるように、対称な輪郭形状Ａの反射率は、略全可視スペクトル範囲におい
て、明らかに10%より上に存在する。このことは、明るく、コントラストの低い、カラー
インプレッションをもたらす。さらに、略550 nmでの反射ピークは、非常に狭く形成され
る。カラーインプレッションは、相対的に淡黄色である。
【０１３０】
　外形形状の幅６１８が増えると、すなわち、非対称性が強まると、反射スペクトルが大
きく変化する。反射ピークは広がり、コントラストの高いカラーに必要な反射最小部は下
がる（反射率＜10%）。輪郭形状Ｃは、例えば略550 nmのピークの両側で、僅か3%までの
低反射最小部を示し、鮮明で強い緑色のカラーインプレッションをもたらす。従って、非
対称な輪郭形状が好ましい。
【０１３１】
　また、図４ｆ及び図４ｇは、それぞれ、二つのさらなる非対称形状のバリエーションの
例（破線及び実線）である、輪郭形状Ｆ、Ｇ、Ｈ、及び、Ｉを示す。破線の輪郭形状Ｆ及
びＨは、より良好な鮮明度のために、z方向にシフトされている。図４ｆは、隆起６１２
で強いピークを備える、輪郭形状Ｆ及びＧの例を示す。図４ｇは、隆起６１２で狭い平坦
域のピークを備える、非対称な輪郭形状を示す。
【０１３２】
　さらに、また、レリーフ構造６１を金属層内に成形することにより、透過光で、明瞭に
認識可能なカラーインプレッション及び／またはカラー効果を得ることができることが、
驚くべきことに示された。このことが、図３を参照して説明される。
【０１３３】
　図３は、エリア３２における、セキュリティエレメント２の切断部を示す。セキュリテ
ィエレメント２は、図２のセキュリティエレメント２と同様に構成され、従って、金属層
２１と、金属層２１の上面及び／または下面に成形され、図２及び図４ａから図４ｄを参
照して既に上述したような、レリーフ構造６１とを有し、複数の隆起６１２及び複数の沈
降６１４の連続から成る。
【０１３４】
　図２の実施形態に対して、ここでは、金属層が、0.5から2.5、特に0.7から2.3、特に好
ましくは1.0から2.0の範囲の光学深度ODを有するように、金属層２１が選択される。
【０１３５】
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　ここで、光学深度（OD）の単位は、構造化されない、従って、滑らかな表面（鏡面に相
当）に対して、特定される。ここで、光学深度ODと透過率Tとの間には、以下の関係があ
る。

【０１３６】
　従って、光学深度と透過率Tとの間には、アルゴリズム的関係がある。光学深度1.0は、
透過率10%に相当し、光学深度2.0は、透過率1%に相当する。
【０１３７】
　レリーフ構造６１のカラーインプレッションまたはカラー効果が、直接透過で、すなわ
ち、αin = αexで、ここでαin はベース表面６１６の表面法線に対する入射光５１の角
度、αexはベース表面６１６の表面法線に対する透過光５３の角度、または、入射光と出
射光とが（セキュリティエレメント２内での光の屈折に関わらず）一つの線上にある、と
いう条件で、見えることが、意外にも示された。
【０１３８】
　ここでもまた、レリーフ深度t及び輪郭形状は、入射角と出射角とが、同時に変わる、
例えば、0°から20°に変わる場合、明確に認識可能なカラー変化が、認識されるように
選択されることが好ましい。このようなカラー変化は、素人にも容易に検証可能でもある
。
【０１３９】
　このような効果が、金属層の場合の透過で生じ、さらにまた、入射光のスペクトル範囲
のより多くの光が、鏡面または「通常の」ホログラム格子を備えるエリアよりも、金属層
２１のレリーフ構造６１によりカバーされるエリアを透過することは、驚くべきことであ
る。透過率のこの差異は、金属の質量密度が、全エリアで同じでも、生じる。レリーフ構
造６１は、可視光のスペクトル範囲が、好ましくは、すなわち、より強い強度で、金属層
２１を通過し、これにより、透過光がカラーに見える、という効果を有する。ここで、透
過スペクトルは、とりわけ、周期Pと、レリーフ深度Tと、輪郭形状と、照明及び観察角度
とに、依存する。透過スペクトルと、従って、また、カラーインプイレッションも、セキ
ュリティエレメント２を傾けた場合（すなわち、多層体により広がる平面内にある軸回り
の回転の場合）と、回転させた場合に、変化可能であり、これにより、既に上述した容易
に検証可能な効果がもたらされる。
【０１４０】
　レリーフ構造６１のエリア３２における、選択的に増加する透過率の理由は、おそらく
、入射光によるプラズモンの励起にある。これにより、電界強度が増大する電界が、金属
層のすぐ近くに形成される。金属層２１の「上方の境界面」でのプラズモンは、「下方の
境界面」でのプラズモンを励起し、このカップリングにより、透過光の透過率を増大する
。金属層の層厚の対応する選択により、このようなカップリングがもたらされ、従って、
金属層２１により、光を「通過」させ得る。
【０１４１】
　透過及び反射の双方において、レリーフ構造６１のパラメータの変更により、以下の効
果を得ることができることが、ここで示された。
【０１４２】
　正反射または透過で生じるカラー及びカラー効果は、レリーフ構造６１の周期Pに強く
異存することが明らかになった。周期Pが増えると、反射ピーク、または、反射エッジ、
または、透過ピーク、及び、透過エッジが、反射スペクトルまたは透過スペクトルにおい
て、より大きい波長に向かってずれる。
【０１４３】
　図５ａ及び図５ｂは、それぞれ、いわゆる正確な格子に基づいて掲載した、波長λ及び
周期Pに応じた、反射強度(R0)と、透過強度(T0)の、シミュレーションデータである。シ
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ミュレーションデータは、TE及びTM偏光にわたり平均化され、従って、非偏光照明及び観
察の場合に相当する。対称な輪郭形状Ａが用いられた。（比較的遅く増加する）反射のハ
イパスエッジが、透過におけるピークに相関する。図５ａ及び図５ｂにおいて、高い強度
は明るく表され、低い強度は暗く表される。明度のスケールは、反射に対しては、0から7
0%で、透過に対しては、0から10%で表わされる。
【０１４４】
　ここで、図５ｃは、周期P＝250 nm、P＝300nm、P＝350nmの、三つのシミュレートされ
た反射スペクトルに対する、対応図を示す。図５ｃにおける三つの反射スペクトルの輪郭
で明らかなように、表示される三つの周期での反射エッジは、可視スペクトル範囲に亘っ
て移動し、周期250 nmから周期350 nmへ、略80 nmシフトする。しかしながら、周期が増
えると、スペクトルの形も変化する。
【０１４５】
　従って、周期Pは、特定のカラーインプレッションを設定するために利用することがで
きる。しかしながら、カラーコントラストの最適化のために、各周期に対して、輪郭形状
と格子深度とが、適応される。唯一のパラメータを変化させ、ピークのシフトを示すため
に、図５ｃでは、このことは実施されなかった。
【０１４６】
　図５ｄから図５ｆでは、反射で現れる光学効果における、レリーフ構造６１のパラメー
タの選択の影響が、複数の例を参照して、さらに説明される。図５ｇは、透過での光学効
果を示す。図５ｄから図５ｇと、図６ｃにおけるデータは、フィルムモデルの計測された
反射スペクトルである。Avantes社のAvaSpec-2048分光計が用いられた。照明は、光ファ
イバーを介して、Ocean Optics社の色温度3100°Kでの白色光源LS-1と、異なる入射角度
及び出射角度（とりわけα = 8° 及び α = 30°）で利用可能な計測ヘッドとを用いて
、行われた。暗基準は、艶消し黒色の表面に対して計測された。反射に対する明基準（10
0%定義）は、アルミニウムミラーに対して計測された。透過に対しては、照明ファイバー
から計測ファイバーに直接入射する光が、明基準として用いられた。
【０１４７】
　ここでは、300 nmの周期P、150 nmの格子深度、0.7 × Pの沈降６１４の幅６１８を備
える非対称の交差格子が、レリーフ構造として選択され、これに関しては、図４ａから図
４ｄの説明も参照されたい。厚みd ＝ 24 nmのアルミニウム層が、金属層２１として用い
られる。
【０１４８】
　反射スペクトルの照明及び計測は、x/z平面で、すなわち、アジマス角Φ ＝ 45°で行
われる。座標軸の定義に関しては、図４ａから図４ｄを参照されたい。実線は、角度α 
＝ 8°での、破線は、角度α ＝ 30°での、正反射における計測された反射スペクトルを
示す。
【０１４９】
　図５ｄからわかるように、α ＝ 8°での、略530 nmの波長での光は、波長が増えるに
従ってより強く反射される一方、530 nmより下の反射率は、大部分が10%より下にある。
このことは、通常の観察条件下でも、良好な赤色のカラーインプレッションをもたらす。
これに対して、入射角30°（破線）で計測された反射スペクトルは、略535 nmの波長での
反射ピークと、600 nmを超える反射エッジとを示す。このスペクトルは、メタリックな緑
色のカラーインプレッションをもたらす。
【０１５０】
　さらに、このようなレリーフ構造を備えるセキュリティエレメントは、x/y平面におけ
る回転の場合、すなわち、アジマス角Φが変化する場合に、カラー効果をも示す。これは
、図５ｅに示される。図５ｅは、30°の角度での照明及び観察での、計測された反射スペ
クトルを示し、破線は、アジマス角Φ ＝ 45°により配向された、すなわち、x/z平面に
よる格子でのスペクトルを示し、実線は、45°の回転後、すなわち、Φ ＝ 0°でのスペ
クトルを示す。
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【０１５１】
　図５ｅに示すように、535 nmから略600 nmへの反射ピークの明確なシフトが、認識され
る。カラーインプレッションは、メタリックな緑色から、黄色へ変化する。
【０１５２】
　上述したように選択されるレリーフ構造６１は、非対称であるため、上面２０１からの
観察の場合にもたらされるカラーインプレッション（Pol.1）と、下面２０２からの観察
の場合にもたらされるカラーインプレッション（Pol.2）とは、結果としても異なる。こ
れは、図５ｆに示される。
【０１５３】
　図５ｆは、照明及び観察角度α ＝ 8°で、x/z平面における観察方向（Φ ＝ 45°）の
場合の、計測された二つのスペクトルを示す。実線は、表面からの反射光の観察の場合の
スペクトルを示し（図５ｄの観察状況に相当）、破線は、裏面からの観察の場合のスペク
トルを示す（Pol. 2）。破線は、略490 nmで、明確な反射ピークを有する。さらに、反射
エッジは、略25 nm高い波長にシフトし、それほど顕著に傾かない。反射ピークにより、
裏面からの観察の場合のカラーインプレッションは、表面からの観察の場合に比べて、あ
まり強くない赤色のインプレッションである（従って、軽めの赤色）。この例では、Pol.
 1が好ましい。
【０１５４】
　図５ｇは、透過で計測された三つのスペクトルを示す。透過スペクトルの照明及び計測
は、アジマス角Φ ＝ 0°で行われる。座標軸の定義に関しては、図４ａから図４ｄを参
照されたい。実線は、角度α ＝ 0°での直接透過における計測された透過スペクトルを
示し、破線は、α ＝ 25°でのものを示し、点線は、α ＝ 45°でのものを示す。512 nm
から587 nmを介して662 nmに至る明確な透過ピークのシフトが、認められる。これらの透
過ピークが生じるカラーインプレッションは、他のスペクトル特性、例えば、450 nmから
500 nmの間のピークまたは平坦域によっても、変化する。全体的に見れば、これらの透過
スペクトルは、緑色（α ＝ 0°）から灰色（α ＝ 25°）を介して赤色（α ＝ 45°）
となる。
【０１５５】
　反射及び透過でのカラーインプレッションは、さらなるHRI層によって、大きく変化し
得る。従って、図５ｄのモデルは、例えばZnSで作られる略60 nm厚のHRI層が、観察側で
、アルミニウム層に接する場合、α ＝ 8℃での赤色のカラーインプレッションに代わり
、暗緑色のカラーインプレッションを示す。このHRI層の厚みは、20 nmから80 nmの範囲
であることが好ましい。
【０１５６】
　図６ａは、色素及び／または発光物質が金属層２１のすぐ近くに配置されるセキュリテ
ィエレメント２のさらなる構成を示す。
【０１５７】
　図６ａは、金属層２１を備えるセキュリティエレメント２を示す。エリア３１では、レ
リーフ構造６１が金属層２１に成形され、エリア４１では、第二のレリーフ構造６２また
は鏡面（不図示）が成形される。金属層２１及びレリーフ構造６１のデザインと、セキュ
リティエレメント２の層構造とに関しては、図１から図５ｆによる先の説明を参照された
い。図６ａのセキュリティエレメント２は、さらに、一つ以上の色素及び／または発光物
質を含む他の層２２を有する。
【０１５８】
　色素及び／または発光物質が金属層２１のすぐ近くに配置される場合、前述したような
、レリーフ構造６１により生じるカラーインプレッション及び／またはカラー効果も、非
常に強調され、スペクトル的に変化され得ることが、意外にも示された。ここで、すぐ近
くとは、2 μmより近く、特に1 μmより近く、さらに好ましくは500 nmより近く、さらに
好ましくは300 nmより近いことを意味する。ここで、色素及び／または発光物質は、層２
２を参照する例により図６ａに示すように、金属層２１に直接隣接するセキュリティエレ
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メント２の誘電体層に提供されることが好ましい。ここで、誘電体層２２は、特にパター
ンで形成された、金属層２１に適用される層であってもよい。しかしながら、また、色素
及び／または発光物質は、金属層２１の適用の前にセキュリティエレメント２に導入され
る層に含まれてもよい。従って、層２２は、例えば、複製ラッカー層、または、複製ラッ
カー層に適用される層であってもよい。また、この複製ラッカー層は、二つ以上の層のス
タックから成り、金属層２１へ隣接する層を形成す表面層のみに、色素及び／または発光
物質が備えられてもよい。このことは、層２２が非常に薄く選択可能であり、複製ラッカ
ー層の全体の厚みが、製造に有利であると判明しているような通常の厚みの範囲にある、
とう利点を有する。また、層２２は、真空適用されてもよく、例えばPECVDにより、蒸着
または堆積されてもよい。
【０１５９】
　溶解された色素及び／または発光物質が、色素及び／または発光物質として利用される
ことが好ましい。特に、金属錯体色素の利用が、価値あることが判明している。また、例
えば量子ドット（QD）等のナノ粒子、または、例えば色素が充填されたゼオライト結晶（
例えば特許文献２に記載）等のハイブリッド材料も、考慮される。さらに、蛍光物質：ク
マリン、ローダミンおよびシアニンの利用も価値あることが判明している。
【０１６０】
　一つ以上の色素及び／または発光物質が付加される層２２は、光の透過性が非常に高く
形成されることが好ましい。400から700 nmの波長範囲において、少なくとも70%、特に、
90%の透過率を有することが好ましい。多くのアプリケーションに対して、着色された層
２２の透明性が高く、構造６２を備えるエリアにおいて色素の効果が認識されないことが
、重要である。
【０１６１】
　ここで、特に、色素及び／または発光物質の大部分が、レリーフ構造６１が成形される
金属層２１の表面のすぐ近くに配置される場合が、有利である。これは、図６ａに示され
ている。レリーフ構造６１が成形される金属層２１の表面のすぐ近くにおける発光物質及
び色素の配置において、色素の吸収または発光物質の発光が、明らかに増強されることが
、意外にも示された。これは、おそらく、レリーフ構造６１により生じるプラズモンによ
り、近距離で、すなわち励起光の略一波長の距離まで、電界強度の増強が生じる、という
事実に起因するものである。図６ａに示すように、電界（電界Ｅ）は、表面からの距離に
より、すなわち、z方向において、指数関数的に低下する。このことは、色素または発光
物質が、上述したように、レリーフ構造６１が成形される金属層２１の物質のすぐ近くに
配置される場合に、色素または発光物質の吸収／発光の明らかな増強をもたらす可能性が
高い。図６ａに示すように、層２２が相応に薄くデザインされる場合、または、層２２に
おける色素の濃度分布の大部分が、金属層のすぐ近くに配置されるように選択される場合
、層２２の色素または発光物質の大部分が、上述した効果の増強に寄与し、これにより、
以下に示す効果の特に印象的な方法での実行を許容する。図６ｂは、図６ａのセキュリテ
ィエレメントを示し、ここでは、層２２が、相対的に厚く選択される。図６ａ及び図６ｂ
の実施形態において、層２２における色素の総量が同一に選択される場合でも、図６ｂの
実施形態では、より少ない色素または発光物質が、電界Ｅが増強される距離で配置され、
金属層２１の表面から一波長以上の距離の色素が、主に「正常な」カラーフィルターとし
て作用するため、吸収または発光の増強が、わずかに生じるだけである。図６ａ及び図６
ｂの実施形態では、反射光５４または５５は、色素または発光物質により、相応に異なっ
て影響を受ける。
【０１６２】
　層２２の層厚は、20 nmから2 μm、特に50 nmから1μmの範囲、好ましくは特に100 nm
から500 nmの範囲で選択されることが好ましい。
【０１６３】
　多くの印象深い意外な光学効果が、上述した効果の利用により達成可能である。
【０１６４】
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　レリーフ構造６１と同様のカラーインプレッションを有する色素が用いられる場合、以
下の効果が達成可能である。略垂直な観察の場合に赤色のカラーインプレッションを有し
、傾いた観察（例えば30°）の場合に緑色のカラーインプレッションを有する（無色素の
）レリーフ構造６１を備えるエリアにおいて、例えば赤色の色素が金属層２１に適用され
る場合、赤色のカラーインプレッションが、明らかに増強される。層２２における赤色の
色素の濃度が十分低い場合、緑色のカラーインプレッションは、略変わらずに留まる。全
体として、このことは、赤色から緑色への、より強い視覚カラー傾斜効果をもたらす。こ
れにより、赤色の色素の濃度は低くてもよく、同様にカラー層によりコーティングされた
金属鏡は、略変化せず、すなわち、さらなるカラー効果またはカラーシェードを伴わない
ことが示された。このことは、カラー層が、全表面に亘って適用可能であり、部分的に、
及び、レリーフ構造６１を備えるエリアに対して高いレジスト精度で適用される必要はな
い、という利点を有する。
【０１６５】
　また、黄色の色素は、赤色及び緑色のカラーインプレッションの双方の増強をもたらす
ことができる。さらに、全表面に適用されるこのような黄色の色素は、色素の濃度が十分
高い場合、レリーフ構造６１のないエリアにおいて、金箔のインプレッションを生むこと
ができる。
【０１６６】
　任意で、色素は、さらなる他の付加的な機能を有してもよい。例えば、色素は、簡素な
レーザーポインターを用いて検査可能な蛍光特性を有してもよい。例えば、ルモゲン（登
録商標）レッドが色素として用いられ、多層体が、波長532 nmのレーザーポインターによ
って照射される場合、光点のカラーは、緑色（色素のないエリア）から黄色（色素のある
エリア）に変化する。
【０１６７】
　また、色素が、特に高い濃度で、第一のエリアの構造が複製された箇所に適用され、ま
たは、第一のエリアのこれらの構造が、色素が存在する箇所に（通常のレジスト公差で）
複製される。これにより、カラー効果のより強い影響が、同時に第一のエリアの外側に人
間の眼に認識可能な染色エリアなしで、可能となる。
【０１６８】
　このことが、図６ｄに、例として示される。図６ｄは、金属層２１、及び、複数の光学
的なさらなる層、特に、金属層２１の下方に備えられる、複製ラッカー層、特に、透明な
複製ラッカー層と、一つ以上のさらなる層、特に、複数の透明なさらなる層、例えば、複
製ラッカー層、一つ以上のラッカー層、及び接着促進層、を備える、セキュリティエレメ
ント２を示す。エリア３１において、レリーフ構造６１が、金属層２１に成形され、第二
のレリーフ構造６２または鏡面が、エリア４１に成形される。金属層２１とレリーフ構造
６１のデザイン、及び、セキュリティエレメント２の層構造に関しては、図１から図５ｆ
による先の説明を参照されたい。図６ａのセキュリティエレメント２は、さらに、また、
一つ以上の色素と発光物質とを含む層２２を有する。層２２のデザインに関しては、特に
図６ａから図６ｃ関する先の説明を参照されたい。図６ｄに示すように、層２２は、エリ
ア３１における金属層２１にのみ適用され、従って、金属層２１にレリーフ構造６１が成
形されたエリアにおける金属層２１にのみ適用される。
【０１６９】
　第一のエリアにおける色素の部分的な適用に加えて、第一のエリアの内側と外側とに、
色素を異なる濃度で適用してもよく、第一のエリアの内側と外側とに、二つの異なる色素
を適用してもよい。
【０１７０】
　レジスト精度またはレジストレーション精度とは、表面及び／または複数の層の二つの
エリアの互いに対する位置的な精度を意味する。この位置的な精度は、例えば、いわゆる
レジストマークまたはレジストレーションマーク、あるいは、他の技術的支援、例えば、
光学センサーによって、設定される。用いるプロセスに応じて、位置的な精度の公差、す
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なわち、レジスト公差の大きさが異なり、例えば、数マイクロメートルから数ミリメート
ルまでの範囲内で変動し得る。
【０１７１】
　濃度が十分高く選択される場合、レリーフ構造６１の赤色のインプレッションが、非常
に強調される。しかしながら、傾けて観察される場合も、赤色のインプレッションが存在
し得る。これは、レリーフ構造６１のエリアでのみ見える、安定した赤色に相当し、従っ
て、レリーフ構造６１のエリアに対してレジスト精度が高い。従って、例えば、層２２は
、エリア３１及びエリア４１の双方において、全面に亘り適用されてもよい。上述した強
調効果は、エリア４１では生じないため、層２２における色素及び／または発光物質の濃
度が相応に低く選択される場合、従って、赤色のインプレッションは、エリア４１では、
観察者には見えず、または、ほとんど見えず、上述した強調効果により、エリア３１では
見える。従って、例えば、これにより、赤色のインプレッションは、印刷法で可能なレジ
スト精度より十分高い精度で構築可能であり、例えば第二または第一のレリーフ構造によ
り生じる光学可変効果に対して完全なレジスト精度で配置可能である。
【０１７２】
　例えば、レリーフ構造６１とは異なるカラーインプレッションを有する色素が用いられ
る場合、セキュリティエレメント２のカラーインプレッションは、強調されるだけでなく
、偏光される。例えば、青色の色素が赤に見えるレリーフ構造に適用される場合、濃い紫
色のカラーインプレッションが生じることができる。
【０１７３】
　さらに、色素の色は、より大きい反射角度（例えばαin = αex = 30°）で生じるレリ
ーフ構造６１の色に合うように選択されてもよい。これにより、以下がもたらされる。例
えば、レリーフ構造６１が、二つのカラーが大きく異なる反射率を有するカラー変化をも
たらす（例えばαin = αex = 0° のカラーが、αin = αex = 30°で生じるカラーより
も十分強い反射を有する）場合、色素のカラーは、二つのカラーのより弱い方に合うよう
に選択されてもよい。これにより、より弱いカラーインプレッションの視認性が、改善可
能である。さらに、例えば、ロゴ、テキスト、または、イメージの形でパターン化された
層２１を適用してもよく、セキュリティエレメント２が回転される際に現れるカラーに合
うように、色素のカラーを選択してもよい。こうして、例えば、セキュリティエレメント
２が回転される際に、ロゴまたはイメージがより高い光度で突然表れることが、実現可能
である。
【０１７４】
　セキュリティエレメント２のカラーインプレッションへの層２２の影響が、さらに図６
ｃに示される。ここで、図６ｃは、図５ａから図５ｆのレリーフ構造６１のデザインの場
合の、無色素（実線）及び有色素（破線）のセキュリティエレメント２の、反射でのカラ
ーインプレッションを示す。照明角度及び観察角度は、8°である。ここで、150 nmの厚
みの染色されたポリマー層が、アルミニウムで作られた金属層２１に適用された。ポリマ
ー層は、赤色の色素、すなわち、アルコテスト社のテストインク42 mNを有し、このテス
トインクは、ポリアクリル酸のマトリックスに組み込まれて強く希釈され、金属層が構造
化されないエリア、すなわち、鏡エリアが、観察者に対してほとんど変化しないで見える
。さらに、ポリマー層の透過率は、400 nmから700 nmの波長範囲の入射する可視光の少な
くとも90%が、ポリマー層を通過するように選択される。それにも関わらず、有色素及び
無色素の二つの計測される反射スペクトルは、図６ｃに示すように、大きく異なる。色素
と、レリーフ構造６１が成形された金属層との相互作用は、図６ｃに示すように、一つに
は、略60 nmのハイパスエッジのより高い波長側へのシフトをもたらす。同時に、反射強
度が、600 nmの波長より上で増加する。全体として、より広い反射の最小部と、より強い
顕著な反射エッジとが形成され、より強い赤色の色相がもたらされる。色素に因り、α= 
30°（不図示）で、同様に、反射エッジがより大きい波長側にシフトする。同時に、略53
5 nmでの反射ピークの強度が、低減する。
【０１７５】
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　図６ｅ及び６ｆは、セキュリティエレメント２が染色されて見えるような高い濃度の色
素を有する層２２が備えられるセキュリティエレメント２の一例の、計測された反射スペ
クトルを示す。ここで、図６ｅ及び６ｆは、図５ａから図５ｆによるレリーフ構造６１の
デザインの場合の、無色素（実線）及び有色素（破線）のセキュリティエレメント２の、
反射でのカラーインプレッションを示す。照明角度及び観察角度は、図６ｅでは8°であ
り、図６ｆでは30°である。ここで、240 nmの厚みの染色されたポリマー層が、アルミニ
ウムで作られる金属層２１に適用された。このポリマー層は、黄色の色素、特に、Solven
t Yellow 82を有し、ポリメチル・メタクリレートのマトリックス（PMMA）に組み込まれ
る。黄色の色素の濃度は、非常に高く、セキュリティエレメント２は、レリーフ構造６１
がないエリアにおいて、いわゆる“金箔”様に見える。比較のために、レリーフ構造のな
いエリアにおいて8°で計測される染色されたセキュリティエレメント２、すなわち、ア
ルミニウム上の色素の反射スペクトルが、細い点線として、両図で確認される。
【０１７６】
　黄色の色素と、レリーフ構造６１が成形された金属層との相互作用は、図６ｅに示すよ
うに、一方では、560 nmの波長より上で、非常に高い反射強度をもたらす。また、反射ス
ペクトルのエッジも、非常に急峻である。他方では、500 nmより下の反射強度は、10%の
反射以下に抑制される。これら双方が、この8°の観察角度で、より強く、よりコントラ
ストに富む赤色のカラーインプレッションを生じる。30°の観察角度では、同様に、より
強く、よりコントラストに富む、この場合、緑色の、カラーインプレッションが存在する
（図６ｆ）。緑色のカラーインプレッションに関する反射ピークは、より高い波長側に僅
かにシフトし、とりわけ、急峻なエッジを有する。
【０１７７】
　一つ以上の色素及び／または発光物質を含む一つ以上の層２２の利用により、例えば図
７ａ及び図７ｂを参照して説明される効果が実行可能である。
【０１７８】
　図７ａ及び図７ｂは、それぞれ、複数のエリア３１とそれらを囲む単一のエリア４１と
を有する、セキュリティエレメント２の切断部を示す。エリア３１では、上述したように
、レリーフ構造６１が、金属層２１に成形され、これとは異なるレリーフ構造６２、例え
ば、ホログラム構造、または、鏡面が、エリア４１に成形される。レリーフ構造６１は、
複数のエリア３１において同一であり、または、異なってもよく、例えば、周期Pに関し
て異なる。
【０１７９】
　図７ｂに示すように、エリア８１において、一つ目の層２２がさらに配置され、エリア
８２において、二つ目の層２２が、金属層２１に隣接して、例えば、金属層上に印刷され
て、配置される。ここで、エリア８１に備えられる層２２は、第一の色素を有するととも
に、エリア８２に備えられる層２２は、第二の色素を有し、第一の色素と第二の色素とは
異なる色素であり、異なる色を有する。エリア３１におけるレリーフ構造と、エリア８１
及び８２に配置される層２２の色素との相互作用により、二つの異なるカラーインプレッ
ションがもたらされるが、これは、レリーフ構造６１のエリア、すなわち、エリア３１に
正確に限定される。この強いカラーインプレッションの発生は、図７ｂでは、黒色に識別
される表面エリアに限定される。セキュリティエレメント２の他のエリア、例えばエリア
４１は、層２２の色素に影響しないレリーフ構造にカバーされ、その結果、これらのエリ
アでは、カラー効果を示す層２２は見えず、または、ほとんど見えない。このためには、
層２２の色素の濃度は、上述したように、これらの層で印刷され、レリーフ構造６１のよ
うに形成されたレリーフ構造を有さないエリアが、ほとんど変化しない、すなわち、着色
されていないように見えるように選択されることが好ましい。または、色素を備えるエリ
ア８１及び８２が、エリア３１より小さいことを証明してもよい。これらのエリア８１及
び８２への高いレジスト精度での複製の場合、これにより、色素が、レリーフ構造を備え
るエリア３１にのみ存在することを保証することができる。
【０１８０】
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　さらに、また、上述した、色素または発光物質とレリーフ構造６１との間の相互作用は
、透過でも生じ、その結果、図６ａから図７ｂの上述した実施形態は、また、図３のセキ
ュリティエレメントのデザインに対応して移転可能である。
【０１８１】
　レリーフ構造６１のパラメータ、すなわち、特に、周期P、アジマス角、レリーフ深度t
、ベース表面積、及び、輪郭形状は、エリア３１及び３２の全領域において一定であるよ
うに選択されてもよい。従って、例えば、文字“Ａ”の形で成形されたエリア３１が、三
角形のエリアにおいて、垂直な観察の場合に赤色に見え、傾斜、すなわち、傾いた観察で
は緑色に見える、レリーフ構造６１にカバーされてもよい。さらに、文字“Ｂ”の形で成
形され、垂直な観察の場合に黄色に見え、傾斜時にこの色が消える、異なるレリーフ構造
でカバーされる、エリア３２が、提供される。さらに、レリーフ構造がマット構造により
形成される背景エリア４１が、提供される。従って、垂直な観察の場合、赤色の“Ａ”と
黄色の“Ｂ”とが、灰色の背景に対して見える。
【０１８２】
　さらに、また、これらのパラメータの一つ以上が、エリア３１または３２において、変
化してもよい。従って、例えば、レリーフ構造６１の周期が、エリア３１または３２のエ
ッジから中央へ向かって僅かに増加し、反対側のエッジに向かって再度減少してもよい。
ここで、周期の変化は、±10%以下、より好ましくは±5%以下であり、特に10 nmから50 n
mの間であるべきである。このような手続きにより、動き効果が実現可能である。レリー
フ構造６１の反射または透過スペクトルにおけるエッジとピークとが、格子周期の増大を
伴って大きい波長に向かって移動することが示された。このピークのシフトまたはエッジ
のシフトは、上述した動き効果に利用される。さらに、また、動き効果は、アジマス角Φ
の変動により、模倣されることが考えられる。しかしながら、交差格子の場合、アジマス
角は、0°から45°の間でのみ変動し、六角格子の場合、0°から30°の間でのみ変動する
ことが考慮される。
【０１８３】
　さらに、また、エリア３１及び３２は、レリーフ構造６１の一つ以上のパラメータが異
なって選択される、一つ以上のゾーンを含んでもよい。
【０１８４】
　ここで、図８ａ及び図８ｂは、それぞれ“Ｉ”及び“Ｆ”の形で成形されるエリア３５
をそれぞれ示し、それらは、それぞれ複数のゾーン３５１、３５２、３５３、及び、３５
４に分割される。ゾーン３５１、３５２、３５３、及び、３５４では、それぞれレリーフ
構造６１の一つ以上のパラメータ、特に、レリーフ構造６１の周期P、レリーフ深度t、ま
たは、アジマス角が、異なって選択される。さらに、また、上述した一つ以上のパラメー
タが、既に前に述べたように、それぞれのゾーン３５１、３５２、３５３、及び、３５４
において、異なって変化してもよい。
【０１８５】
　さらに、ゾーン３５１、３５２、３５３、及び、３５４は、少なくとも一つの300 μm
以下の横方向の寸法を有し、例えば、300 μm以下の幅と、2 mm以上の長さとを有するこ
とが好ましい。こうすることで、例えば、反対方向での動き効果が、エリア３５において
実現可能である。
【０１８６】
　図８ａの“Ｉ”の場合、カラーの帯が“Ｉ”の上を移動して見える“回転バー”効果が
もたらされる。例えば、多層体が観察角度の方向に傾斜される際、（黄色または緑色の外
側エリアを備える）“Ｉ”の赤色の中心部分が、移動し得る。図８ｂの“Ｆ”の場合、“
回転バー”効果は、“Ｆ”の垂直バーにおいて左から右へ移動し、“Ｆ”の水平バーにお
いて上から下へ移動するようにデザインされてもよい。これらは、一般人に対しても、非
常に印象的な効果である。
【０１８７】
　図９ａ及び９ｂは、さらに、二つのゾーン３６１及び３６２から成るセキュリティエレ
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メント２のエリア３６を示す。ゾーン３６１及び３６２では、レリーフ構造６１のパラメ
ータは、これらのソーンが偏光特性の点で異なるように選択される。ここで、図９ｃは、
（25°の観察角度での）反射光のTE偏光成分と、反射光のTM偏光成分とに対して、300 nm
の周期と150 nmの深度とを備える、交差格子の反射率を示す。TE偏光成分が観察される場
合、実質的に、黄色のカラーインプレッションが見える。偏向子が90°回転される場合、
赤色に見えるTM偏光成分が見える。平均スペクトルTE及びTMは、偏向されずに見える。偏
向子なしでの観察では、レリーフ構造６１のカラーインプレッションは、x/y平面での回
転の場合、通常、非常に類似して略同一であり、すなわち、アジマス角には無関係である
。このことは、特に交差格子に当てはまる。偏向子により分解されて観察される場合、こ
れは当てはまらず、その結果、偏向子なしで観察される場合に、単色の表面を有し、他方
では偏向子で観察される場合に、さらなる情報を表すデザインを実現することができる。
【０１８８】
　このために、ゾーン３６１及び３６２におけるレリーフ構造６１は、レリーフ構造６１
のアジマス角Φがゾーン３６１及び３６２で異なるように選択され、例えば、ゾーン３６
２におけるアジマス角Φは、ゾーン３６１に関して少なくとも15°回転されて選択される
。交差格子が用いられる場合、ゾーン３６１及び３６２におけるアジマス角Φは、互いに
略45°回転されて配置される。
【０１８９】
　この手続きにより、偏向子のない観察の場合に、あるエリア、例えばエリア３６が、単
一のカラーで見え、偏向子による観察の場合には、異なる発色により目立つ情報が見える
ようになり、従って、例えば、ゾーン３６１が黄色に見え、ゾーン３６２が赤色に見える
、セキュリティ特性が実現可能である。
【０１９０】
　さらに、また、レリーフ構造６１の対応するデザインにより、輝き効果またはかすかに
光る効果を、カラーの外観に取り入れることもできる。これは、図１０ａ及び図１０ｂを
参照して、以下に説明される。
【０１９１】
　図１０ａ及び図１０ｂは、多数の部分的なエリア３７１から成る、エリア３７を示す。
部分的なエリア３７１は、できる限り不規則な形状を有することが好ましい。各部分的な
エリア３７では、レリーフ構造６１のパラメータは、各部分的なエリア３７１に対して、
所定のレリーフ構造の組から擬似乱数的に選択される所定のレリーフ構造に従って、選択
される。複数のレリーフ構造、例えば、レリーフ構造G1、G2、G3、及び、G4、が、事前に
定義され、それらは、例えば、それらのアジマス配向、及び／または、それらの周期、及
び、それらのレリーフ深度の点で、異なる。このレリーフ構造G1からG4の組から、部分的
なエリア３７１それぞれに対して、レリーフ構造G1からG4の一つが擬似乱数的に選択され
、対応するレリーフ構造が、レリーフ構造６１として、各部分的なエリア３７１に成形さ
れる。
【０１９２】
　さらに、また、図１１に示されるエリアの配置によって、そのような輝き効果が実現可
能である。
【０１９３】
　図１１は、レリーフ構造６２が成形される多数の部分的なエリア４３１と、レリーフ構
造６１が成形され、部分的なエリア４３１の背景エリアを形成するエリア３９とから成る
エリアを有する、セキュリティエレメント２の切断部を示す。レリーフ構造６２は、鏡面
または無色の構造、例えば、ブレーズ格子から成ることが好ましく、そのアジマス配向は
、ランダムに選択される。さらに、部分的なエリア４３１は、エリア３９の背景の前面に
ランダムに配置されることが好ましく、及び／または、それらの配向、例えば、それらの
長手方向のエッジの配向の点で、擬似乱数的に選択されることが好ましい。これにより、
金属的な輝きが、カラー表面に加わり、車のメタリック塗装のような高品質な効果を有す
る。
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【０１９４】
　エリア３９におけるレリーフ構造６１の形成に関しては、先の説明を参照されたい。
【０１９５】
　さらに、また、レリーフ構造６１が部分的なエリア４３１に成形され、レリーフ構造６
２が、エリア３９に成形されてもよい。
【０１９６】
　さらに、また、セキュリティエレメント２が、転写フィルムの転写層の部分的なエリア
のスタンプにより、提供されてもよい。ここで、図１２ａは、例として、キャリアフィル
ム２５と、剥離層２４と、保護ラッカー層２３と、複製ラッカー層２７と、金属層２１と
、保護ラッカー層２８と、接着層２６とを備える、転写フィルム３を示す。レリーフ構造
６１は、金属層２１に成形される。金属層２１及びレリーフ構造６１のデザインに関して
は、ここでは、上の説明と、特に図１から図１１とを参照されたい。
【０１９７】
　ここで、転写フィルム３は、図１２ｂに示すように、基板、例えば、セキュリティドキ
ュメント１の基板１０の表面上へのエンボス加工ダイ９により、成形される。スタンプ後
、続いて、キャリアフィルム２５が、エンボス加工ダイ９により基板１０に対して押圧さ
れなかった転写フィルムの部分で、剥される。これにより、二つの異なる効果を達成する
ことができる。すなわち、まず、転写フィルム３の全表面に亘ってエリア３３に提供され
る、レリーフ構造６１を備える金属層２１（図１２ｃ参照）が、基板１０に完全に転写さ
れず、エンボス加工ダイが基板１０に対して転写フィルム３を押圧したエリアのみにおい
て、パターン化して転写される。スタンプ後、例えば、図１２ｄに示す、レリーフ構造６
１を有する金属層２１のデザインが、従ってもたらされ、すなわち、レリーフ構造６１を
備える金属層２１が、例えば、数“５０”の形で成形される、基板１０上のエリア３４に
提供される。さらに、基板のタイプに応じて、以下の効果がもたらされる。図１２ｂに示
すように、基板１０の表面は、滑らかで平らな表面を持たず、ある程度の表面粗さを有す
る表面、例えば、マットな外観を示す表面、または、粗構造が既に成形された表面、を有
することが好ましい。ここで、エンボス加工ダイ９が基板１０に対して転写フィルム３を
押圧するスタンプ圧は、レリーフ構造６１のベース表面６１６が、基板１０の表面のレリ
ーフ構造に従って変形する、例えば、マット構造または粗構造の形で同様に変形するよう
に選択されることが好ましい。このような手続きにより、例えば、エリア３４においてレ
リーフ構造６１のカラー効果が見える観察角度が、著しく拡大可能であり、または、さら
なる動き効果、形状変換効果（モーフィング）、または、3D効果を、対応する粗構造の選
択により、セキュリティエレメント２にこうして導入可能であることが示された。
【０１９８】
　また、金属層２１と金属層に成形されるレリーフ構造６１とを備えるセキュリティエレ
メント２を、スタンプ表面に粗構造またはマット構造が成形される空押しエンボス加工ダ
イにより、さらなるオペレーションで処理してもよい。ここでも、空押しエンボス加工ダ
イがセキュリティエレメント２に対して押圧されるスタンプ圧は、レリーフ構造６１のベ
ース表面が、空押しエンボス加工ダイの粗構造またはマット構造に従って変形するように
選択されることが好ましく、これにより、上述した利点も、この手続きによって達成可能
である。
【０１９９】
　さらに、また、セキュリティエレメント２の製造中に、レリーフ構造６１のベース表面
が平らな表面の形を有さず、粗構造またはマット構造形状を有するように、レリーフ構造
６１をデザインしてもよい。しかしながら、このような構造の深度は、通常、空押しエン
ボス加工の場合に達成可能なものより、十分小さい。図１３は、例として、このようなレ
リーフ構造６１が成形される金属層２１を備えるセキュリティエレメント２の切断部を示
す。セキュリティエレメント２のデザインに関しては、図１から図１１の先の説明を参照
されたい。エリア３８では、レリーフ構造６１のベース表面６１６は、図１３に示すよう
に、平面として成形されず、粗構造の形で成形され、これにより、上述した効果を実現可
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【０２００】
　さらに、また、以下の手続きにより、動き効果及び輝き効果を提供することができる。
セキュリティエレメント２の単一のエリアまたは複数のエリアが、多数の部分的なエリア
を有し、部分的なエリアのそれぞれが、3 μmの最小寸法と、300 μm以下の最大寸法とを
有する。図１４ａは、例として、多数の部分的なエリア３０を備えるセキュリティエレメ
ント２の、このようなエリアの切断部を示す。
【０２０１】
　部分的なエリア３０では、レリーフ構造６１は、金属層２１に成形される。部分的なエ
リア３０それぞれに対して、レリーフ構造６１及び／または部分的なエリアの一つ以上の
パラメータが、さらに、擬似乱数的に変化する。ここで、少なくとも一つのパラメータ：
部分的なエリアの形状、部分的なエリアの面積サイズ、部分的なエリアの中心の位置、レ
リーフ構造６１のベース表面６１６のベース平面に対する傾斜角、レリーフ構造６１のベ
ース表面６１６のベース平面に垂直な軸周りの回転角、レリーフ構造６１のアジマス角、
レリーフ構造の周期P、が、それぞれ所定の変動範囲内で擬似乱数的に変化することが、
特に有利である。ここで、図１４ｂは、例えば、部分的なエリア３０のレリーフ構造６１
のベース表面６１６の傾斜角の、対応する擬似乱数的変動を示す。
【０２０２】
　部分的なエリア３０の外側では、レリーフ構造６１は、金属層２１に成形されないこと
が好ましい。これらのエリアでは、レリーフ構造６２が成形されることが好ましく、また
は、これらのエリアには金属層２１が提供されず、その結果、これらのエリアでは、金属
層２１による光学作用は生じない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０２０３】
【特許文献１】WO 03/059643 A1
【特許文献２】EP 1873202 A1
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【要約の続き】
造（６１）の輪郭形状及び／またはレリーフ深度tは、少なくとも一つの第一の入射角で第一のエリア（３１から３
９）に入射し、第一のエリアにおいて金属層（２１）により正反射され、または、金属層を通じて直接透過する、光
（５２、５３）の発色が、特に、金属層の入射光とのプラズモン共鳴によって変化するように選択される。
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